
 

 
 

 

 

【日 時】 令和５年３月１３日（月）午後６時３０分～ 

【場 所】 村山保健所（ＷＥＢ会議） 

 

次  第 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 会長、副会長の選出 

 
４ 報  告 

（１）在宅医療専門部会の開催状況          【資料１】 

 

（２）令和３年度病床機能報告            【資料２】 

 

（３）第８次山形県保健医療計画の策定スケジュール  【資料３】 

 

５ 協  議  

（１）第７次山形県保健医療計画村山地域編の進捗状況 【資料４】 

 

（２）地域医療構想                 【資料５】 

 

６ その他 

 

７ 閉  会 

 

 

＜Zoom 情報＞ 

https://us02web.zoom.us/j/89158666305   

ミーティング ID: 891 5866 6305 

パスコード: 405257 

 

令和４年度村山地域保健医療協議会 

（村山地域医療構想調整会議） 



配 布 資 料 

 

■資料1（P1～3） 在宅医療専門部会の開催状況 

 

■資料2-1（P4） 令和３年度 県内の各医療機関の病床機能報告 

■資料2-2（P5） 病床機能ごとの病床数の状況 

 

■資料3（P6） 第８次山形県保健医療計画の策定スケジュール 

 

■資料4（P7～17） 第７次山形県保健医療計画村山地域編の進捗状況 

 

■資料5-1-1（P18～20）  地域医療構想の進め方について（厚労省通知） 

■資料5-1-2（P21） 地域医療構想の進め方（県医療政策課作成） 

 

■資料5-2-1（P22～25） 地域医療構想の推進に関する意向調査（調査依頼文、調査票） 

■資料5-2-2（P26～28） 地域医療構想の推進に関する意向調査（回答状況） 

 

■資料5-3-1（P29） 公立病院経営強化ガイドラインの概要 

■資料5-3-2（P30） 公立病院経営強化プラン策定検討状況 

 

■資料5-4-1（P31～32） 西村山地域医療提供体制検討会設置要綱 

■資料5-4-2（P33～34） 西村山地域医療提供体制検討会における 

これまでの意見等のまとめ 

■資料5-4-3（P35） 西村山地域における医療提供体制の現状と課題 

■資料5-4-4（P36） 西村山地域における新たな医療提供体制の方向性（案）の検討 

■資料5-4-5（P37） 西村山地域における医療ニーズの将来推計と 

４公立病院の医療提供体制の現状 

■資料5-4-6（P38） 西村山地域の新たな医療提供体制の構築に関する考え方 

■資料5-4-7（P39） 新病院に求められる医療機能のイメージ 

 

■参考資料１（P40～41） 山形県地域保健医療協議会設置要綱 



【委　員】

NO 参加方法

1 山形市医師会長 金 谷 透
村山保健所
にて参加

2 上山市医師会長 原 田 一 博 WEB参加

3 天童市東村山郡医師会長 鞍 掛 彰 秀 WEB参加

4 寒河江市西村山郡医師会長 鈴 木 明 朗 WEB参加

5 北村山地区医師会長 八 鍬 直 WEB参加

6 山形県歯科医師会（山形市歯科医師会長） 小 関 陽 一 WEB参加

7 山形県薬剤師会長 岡 嵜 千 賀 子 WEB参加

8 日本精神科病院協会山形県支部長 江 口 拓 也 WEB参加

9 山形大学医学部附属病院長 佐 藤 慎 哉 WEB参加

10 山形県立中央病院長 武 田 弘 明 WEB参加

11 山形市立病院済生館長 貞 弘 光 章 WEB参加

12 天童市民病院長 高 畠 典 明 WEB参加

13 山形済生病院長 石 井 政 次 WEB参加

14 東北中央病院長 田 中 靖 久 WEB参加

15 篠田総合病院長 篠 田 淳 男 WEB参加

16 至誠堂総合病院長 小 林 真 司 WEB参加

17 みゆき会病院長 安 藤 常 浩 WEB参加

18 山形県立河北病院長 深 瀬 和 利 WEB参加

19 寒河江市立病院長 後 藤 康 夫 WEB参加

20 朝日町立病院長 小 林 達 WEB参加

21 西川町立病院長 武 田 隆 WEB参加

22 北村山公立病院長 國 本 健 太 WEB参加

23 山形市長 佐 藤 孝 弘 WEB参加

24 天童市長 山 本 信 治 WEB参加

25 寒河江市長 佐 藤 洋 樹 WEB参加

26 西川町長 菅 野 大 志

27 朝日町長 鈴 木 浩 幸 WEB参加

28 東根市長 土 田 正 剛 WEB参加

委　　　　　員

（代理出席） 健康医療部保健総務課長　市村　昭一

（代理出席） 健康推進監(兼)健康課長(兼)新型コロナ
ウイルスワクチン接種対策室長　今田　明

（代理出席） 子育て健康課長　早坂　康

（代理出席） 健康福祉課長　畑　英俊

（代理出席） 健康福祉課長　小林　弘之

（代理出席） 事務長　永田　高巳

令和４年度 村山地域保健医療協議会（村山地域医療構想調整会議）　　 出　席　者　名　簿

代 理 出 席 者

【日　　時】　令和５年３月１３日（月） 午後６時３０分～

【開催方法】　村山保健所（WEB会議）

（代理出席） 事務部長　鈴木　文博

欠 席
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NO 参加方法委　　　　　員 代 理 出 席 者

29 山形県看護協会山形支部理事 田 村 則 子 WEB参加

30 山形県栄養士会理事 会 田 弓 子 WEB参加

31 山形県民生委員児童委員協議会　副会長 長 瀬 武 久

32 山形県地域包括支援センター等協議会　副理事長 大 江 祥 子 WEB参加

33 山形県老人福祉施設協議会理事 山 川 淳 司 WEB参加

34 山形県保険者協議会 委員（山辺町町民生活課長） 髙 内 浩 子 WEB参加

35 山形市保健所長 山 下 英 俊 WEB参加

36 村山保健所長 藤 井 俊 司
村山保健所
にて参加

【オブザーバー】

NO 参加方法

37 山形県医師会長　常任理事 柴 田 健 彦 WEB参加

38 山形県看護協会長 若 月 裕 子 WEB参加

【助言者】

NO 参加方法

39  山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村 上 正 泰 WEB参加

【県関係者】

NO 参加方法 備考

40 健康福祉部医療政策課 課長補佐 松 田 光 美 WEB参加

41 〃　医療政策課 在宅医療推進主査 佐 藤 一 寛 WEB参加

42 病院事業局県立病院課 課長補佐 工 藤 和 久 WEB参加

43 村山総合支庁 保健福祉環境部長 酒 井 雅 彦
村山保健所
にて参加

事務局

44 村山総合支庁保健福祉環境部 保健企画課長 渡 辺 博 幸
村山保健所
にて参加

事務局

45 〃　保健企画課 精神保健福祉主幹 金 田 真 弓
村山保健所
にて参加

事務局

46 〃　保健企画課 医薬事主幹(兼)医薬事室長 内 海 浩
村山保健所
にて参加

事務局

47 〃　保健企画課 地域保健主幹(兼)感染症対策室長 伊 藤 京 子
村山保健所
にて参加

事務局

48 〃　地域健康福祉課長 佐 藤 治 子
村山保健所
にて参加

事務局

49 〃　地域健康福祉課 健康増進主幹 丹 野 志 津 子
村山保健所
にて参加

事務局

50 〃　子ども家庭支援課長 村 上 朋 子
村山保健所
にて参加

事務局

51 〃　保健企画課 課長補佐 木 村 隆 宏
村山保健所
にて参加

事務局

52 〃　保健企画課 企画調整主査 横 山 貴 樹
村山保健所
にて参加

事務局

53 〃　保健企画課 企画調整主査 齋 藤 千 鶴
村山保健所
にて参加

事務局

54 〃　保健企画課 主査 佐 藤 愛
村山保健所
にて参加

事務局

所属・氏名

所属・氏名

所属・職名・氏名

（代理出席） 山形支部副支部長　保立　美枝子

欠 席
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在宅医療専門部会の開催状況 

 

開催回数 １回 

日  時 令和５年２月 27 日（月） 15:00～16:30 

開催方法 オンライン会議（Zoom ミーティング） 

出 席 者 委員 40 名のうち 35 名（うち 代理出席４名） 

内  容 

（１）協議事項 

  ① 在宅医療専門部会 構成委員の追加変更について 

【概要】在宅医療専門部会の構成委員に係る提案が２項目あり、１点目として

山形市保健所長の委員追加について、２点目として歯科医師会について、現

在山形県歯科医師会１団体が委員となっているが、村山地域各郡市地区歯

科医師会（５団体）に変更することを事務局より説明、協議いただき、了承

を得た。 

歯科医師会と同様に、一つの構成団体から１名が代表で委員に就任して

いる他団体のうち薬剤師会について、地区ごとに変更を希望する意見があ

り、了承を得た。 

  ② 第７次山形県保健医療計画村山地域編の進捗状況・中間見直しについて 

【概要】令和３年度に行われた第７次山形県保健医療計画の中間見直しの概

要及び計画に基づく村山地域での取組みや進捗状況について事務局より説

明し、協議した。 

特に意見等なし。 

  ③ 在宅医療の拡充に向けた取組み（地域在宅医療推進事業）について 

【概要】令和５年度の地域在宅医療推進事業費補助金を活用した各団体の取

組み予定及び村山総合支庁の取組み予定について事務局より説明し、協議

した。 

各委員から「入退院支援関係」「多職種連携関係」「医療情報関係」等の意

見が出され、共有した。 

（２）その他 

  ① 第８次山形県保健医療計画の策定について 

【概要】令和５年度に予定されている第８次山形県保健医療計画の策定につ

いて、医療政策課より説明し、協議した。 

各委員から「看取り関係」「災害時支援関係」「多職種連携関係」等の意見

が出され、共有した。 

資料１ 

１
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テ

ー
シ

ョ
ン

が
3
5

以
上

に
な

る
。

・
保

育
所

、
学

校
で

医
療

的
ケ

ア
児

を
受

け
入

れ
る

場
の

看
護

職
の

研
修

機
会

が
増

え
資

質
向

上
が

図
れ

る
。

○
小

児
在

宅
医

療
研

修
会

実
施

講
演

「
保

育
、

教
育

現
場

で
医

療
的

ケ
ア

児
を

支
え

る
た

め
に

必
要

な
看

護
職

の
連

携
」

・
事

例
報

告
：

保
育

所
の

看
護

職
、

学
校

の
看

護
職

・
意

見
交

換

○
在

宅
移

行
支

援
シ

ー
ト

が
作

成
で

き
た

。

○
医

療
的

ケ
ア

児
対

応
の

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

が
3
3
か

所
に

な
っ

た
。

○
山

形
県

医
療

的
ケ

ア
児

等
支

援
セ

ン
タ

ー
開

所
の

周
知

が
図

ら
れ

た

一
般

社
団

法
人

山
形

県
理

学
療

法
士

会
【

事
業

の
概

要
】

・
多

職
種

と
の

実
践

的
な

連
携

体
制

の
構

築
・

在
宅

医
療

に
取

り
組

む
医

療
従

事
者

の
確

保
・

資
質

の
向

上

【
主

な
成

果
指

標
】

・
各

研
修

会
の

参
加

者
4
0
名

・
在

宅
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

わ
る

理
学

療
法

士
数

の
増

加

○
回

復
期

病
床

（
回

復
期

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

棟
、

地
域

包
括

ケ
ア

病
棟

）
に

取
り

組
む

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

の
人

材
育

成
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

○
在

宅
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
の

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催

○
難

病
や

医
療

的
ケ

ア
児

・
障

が
い

児
等

の
在

宅
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

し
て

先
進

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
医

療
関

係
者

を
講

師
と

す
る

講
習

会
及

び
連

携
に

関
す

る
実

践
発

表
会

の
開

催

○
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

わ
る

理
学

療
法

士
が

1
割

程
度

増
加

し
、

か
つ

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

取
り

組
む

理
学

療
法

士
の

資
質

が
向

上
し

た
。
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（
令

和
５

年
度

）
地

域
在

宅
医

療
推

進
事

業
≪

直
接

事
業

：
村

山
総

合
支

庁
≫

事
業

名
事

業
の

概
要

事
業

内
容

な
ど

こ
れ

ま
で

の
事

業
に

よ
る

成
果

入
退

院
調

整
ル

ー
ル

推
進

事
業

医
療

機
関

と
介

護
支

援
専

門
員

の
連

携
に

関
す

る
入

退
院

支
援

ル
ー

ル
「

村
山

地
域

入
退

院
支

援
の

手
引

き
」

の
普

及
啓

発
及

び
運

用
促

進

○
「

村
山

地
域

入
退

院
支

援
の

手
引

き
」

の
運

用
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

○
「

医
療

・
介

護
合

同
会

議
（

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

に
係

る
医

療
・

介
護

合
同

会
議

）
」

の
開

催
・

好
事

例
の

実
践

報
告

・
医

療
と

介
護

の
連

携
強

化
に

係
る

意
見

交
換

（
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

）

○
入

退
院

支
援

の
手

引
き

別
冊

関
係

機
関

一
覧

の
更

新

○
「

村
山

地
域

入
退

院
支

援
の

手
引

き
を

」
平

成
3
1
年

3
月

に
作

成
し

、
4
月

よ
り

運
用

を
開

始
し

て
い

る
。

手
引

き
運

用
後

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

結
果

に
よ

る
と

、
病

院
ス

タ
ッ

フ
、

ケ
ア

マ
ネ

等
の

両
者

と
も

、
連

携
の

肯
定

的
評

価
が

増
加

し
て

お
り

、
関

係
性

が
構

築
さ

れ
て

き
て

い
る

こ
と

が
推

察
さ

れ
る

。
　

引
き

続
き

関
係

者
間

の
運

用
促

進
を

目
指

し
、

入
退

院
支

援
に

関
す

る
連

携
の

必
要

性
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

る
よ

う
支

援
し

て
い

く
。

看
取

り
の

普
及

啓
発

事
業

「
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

医
療

・
ケ

ア
の

決
定

プ
ロ

セ
ス

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
及

び
「

看
取

り
に

関
す

る
手

引
き

」
を

活
用

し
た

看
取

り
に

関
す

る
普

及
啓

発

○
看

取
り

を
テ

ー
マ

と
し

た
医

療
・

介
護

関
係

者
向

け
の

講
演

会
の

実
施

○
「

看
取

り
に

関
す

る
手

引
き

」
の

修
正

○
住

民
・

医
療

・
介

護
等

の
関

係
者

が
、

人
生

の
最

終
段

階
に

お
け

る
ケ

ア
に

つ
い

て
正

し
く

理
解

し
知

識
の

向
上

を
図

る
こ

と
が

で
き

、
住

民
一

人
一

人
の

人
生

の
最

終
段

階
に

お
け

る
医

療
・

ケ
ア

の
決

定
プ

ロ
セ

ス
を

支
援

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
こ

と
が

期
待

で
き

る
。

以
上

の
こ

と
か

ら
、

在
宅

及
び

介
護

施
設

等
に

お
け

る
看

取
り

体
制

の
充

実
に

つ
な

が
る

。
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 令
和

３
年

度
　

県
内

の
各

医
療

機
関

の
病

床
機

能
報

告
（
村

山
地

域
の

病
院

を
抜

粋
）

許
可

病
床

（
R

3
.7

.1
）
 A

病
床

機
能

報
告

（
R

3
.7

.1
許

可
）
　

B
病

床
機

能
報

告
（
R

3
.7

.1
最

大
使

用
病

床
数

）
　

C
未

使
用

病
床

（
R

3
.7

.1
）
　

Ｂ
－

C

一
般

療
養

計
高

度
急

性
期

回
復

期
慢

性
期

休
棟

等
計

高
度

急
性

期
回

復
期

慢
性

期
休

棟
等

計
高

度
急

性
期

回
復

期
慢

性
期

休
棟

等
計

1
病

院
国

立
大

学
法

人
山

形
大

学
医

学
部

附
属

病
院

山
形

市
6
0
1

0
6
0
1

3
3
5

2
6
6

0
0

0
6
0
1

3
3
5

2
5
3

0
0

0
5
8
8

0
1
3

0
0

0
1
3

2
病

院
山

形
県

立
中

央
病

院
山

形
市

6
0
7

0
6
0
7

6
7

5
1
0

3
0

0
0

6
0
7

6
4

4
7
9

3
0

0
0

5
7
3

3
3
1

0
0

0
3
4

3
病

院
山

形
県

立
こ

ど
も

医
療

療
育

セ
ン

タ
ー

上
山

市
6
0

0
6
0

0
0

0
6
0

0
6
0

0
0

0
3
7

0
3
7

0
0

0
2
3

0
2
3

4
病

院
山

形
市

立
病

院
済

生
館

山
形

市
5
2
8

0
5
2
8

1
5

5
1
3

0
0

0
5
2
8

1
5

4
6
5

0
0

0
4
8
0

0
4
8

0
0

0
4
8

5
病

院
天

童
市

民
病

院
天

童
市

5
4

3
0

8
4

0
0

5
4

3
0

0
8
4

0
0

5
2

3
0

0
8
2

0
0

2
0

0
2

6
病

院
社

会
福

祉
法

人
恩

賜
財

団
済

生
会

　
山

形
済

生
病

院
山

形
市

4
7
3

0
4
7
3

0
3
7
3

1
0
0

0
0

4
7
3

0
3
6
4

1
0
0

0
0

4
6
4

0
9

0
0

0
9

7
病

院
公

立
学

校
共

済
組

合
東

北
中

央
病

院
山

形
市

　
2
5
2

0
2
5
2

0
1
6
0

9
2

0
0

2
5
2

0
1
5
7

9
2

0
0

2
4
9

0
3

0
0

0
3

8
病

院
医

療
法

人
篠

田
好

生
会

篠
田

総
合

病
院

山
形

市
2
2
3

1
6
0

3
8
3

0
1
1
2

1
0
8

1
1
0

5
3

3
8
3

0
1
0
0

1
0
7

9
9

0
3
0
6

0
1
2

1
1
1

5
3

7
7

9
病

院
医

療
法

人
横

山
厚

生
会

横
山

病
院

山
形

市
3
0

0
3
0

0
3
0

0
0

0
3
0

0
2
8

0
0

0
2
8

0
2

0
0

0
2

1
0

病
院

医
療

法
人

篠
田

好
生

会
天

童
温

泉
篠

田
病

院
天

童
市

6
4

0
6
4

0
6
4

0
0

0
6
4

0
6
0

0
0

0
6
0

0
4

0
0

0
4

1
1

病
院

医
療

法
人

社
団

松
柏

会
至

誠
堂

総
合

病
院

山
形

市
　

2
3
0

0
2
3
0

0
5
0

1
2
0

6
0

0
2
3
0

0
4
8

1
2
0

6
0

0
2
2
8

0
2

0
0

0
2

1
2

病
院

医
療

法
人

社
団

小
白

川
至

誠
堂

病
院

山
形

市
9
8

5
0

1
4
8

0
4
6

0
1
0
2

0
1
4
8

0
4
6

0
1
0
2

0
1
4
8

0
0

0
0

0
0

1
3

病
院

矢
吹

病
院

山
形

市
4
0

0
4
0

0
4
0

0
0

0
4
0

0
4
0

0
0

0
4
0

0
0

0
0

0
0

1
4

病
院

吉
岡

病
院

天
童

市
7
8

4
8

1
2
6

0
7
8

4
8

0
0

1
2
6

0
7
6

4
8

0
0

1
2
4

0
2

0
0

0
2

1
5

病
院

み
ゆ

き
会

病
院

上
山

市
9
3

9
0

1
8
3

0
4
8

9
1

4
4

0
1
8
3

0
4
8

9
1

4
4

0
1
8
3

0
0

0
0

0
0

1
6

病
院

井
出

眼
科

病
院

山
形

市
2
6

0
2
6

0
0

2
6

0
0

2
6

0
0

2
6

0
0

2
6

0
0

0
0

0
0

1
7

病
院

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

山
形

病
院

山
形

市
3
0
0

0
3
0
0

0
0

0
3
0
0

0
3
0
0

0
0

0
2
8
4

0
2
8
4

0
0

0
1
6

0
1
6

1
8

病
院

山
形

県
立

河
北

病
院

河
北

町
1
3
0

0
1
3
0

0
6
0

7
0

0
0

1
3
0

0
6
0

7
0

0
0

1
3
0

0
0

0
0

0
0

1
9

病
院

寒
河

江
市

立
病

院
寒

河
江

市
5
6

4
2

9
8

0
5
6

0
4
2

0
9
8

0
5
6

0
4
2

0
9
8

0
0

0
0

0
0

2
0

病
院

朝
日

町
立

病
院

朝
日

町
5
0

0
5
0

0
0

5
0

0
0

5
0

0
0

2
9

0
0

2
9

0
0

2
1

0
0

2
1

2
1

病
院

西
川

町
立

病
院

西
川

町
4
3

0
4
3

0
0

4
3

0
0

4
3

0
0

2
4

0
0

2
4

0
0

1
9

0
0

1
9

2
2

病
院

北
村

山
公

立
病

院
東

根
市

3
0
0

0
3
0
0

0
2
2
2

4
8

0
3
0

3
0
0

0
2
2
2

4
8

0
0

2
7
0

0
0

0
0

3
0

3
0

2
3

病
院

医
療

法
人

社
団

明
山

会
　

山
形

ロ
イ

ヤ
ル

病
院

東
根

市
0

3
2
2

3
2
2

0
0

0
3
2
2

0
3
2
2

0
0

0
3
2
2

0
3
2
2

0
0

0
0

0
0

2
4

病
院

山
形

徳
洲

会
病

院
山

形
市

　
1
9
9

9
0

2
8
9

0
6
0

0
1
4
8

8
1

2
8
9

0
5
8

0
1
4
3

0
2
0
1

0
2

0
5

8
1

8
8

2
5

病
院

医
療

法
人

敬
愛

会
　

尾
花

沢
病

院
尾

花
沢

市
0

2
6

2
6

0
0

0
2
6

0
2
6

0
0

0
2
6

0
2
6

0
0

0
0

0
0

県
計

9
,0

5
1

2
,1

1
1

1
1
,1

6
2

6
2
5

5
,4

3
1

2
,3

5
1

2
,3

4
1

4
1
4

1
1
,1

6
2

6
0
8

5
,0

7
2

2
,1

8
9

2
,1

8
6

4
4

1
0
,0

9
9

1
7

3
5
9

1
6
2

1
5
5

3
7
0

1
,0

6
3

村
山

地
域

4
,7

7
7

8
7
3

5
,6

5
0

4
1
7

2
,8

5
4

9
0
8

1
,3

0
6

1
6
5

5
,6

5
0

4
1
4

2
,6

7
1

8
5
4

1
,2

3
7

0
5
,1

7
6

3
1
8
3

5
4

6
9

1
6
5

4
7
4

最
上

地
域

7
6
4

9
2

8
5
6

5
4
2
0

2
1
8

1
0
8

1
0
5

8
5
6

4
3
7
9

1
8
9

8
3

0
6
5
5

1
4
1

2
9

2
5

1
0
5

2
0
1

置
賜

地
域

1
,6

5
6

3
7
4

2
,0

3
0

3
0

8
2
4

6
5
8

4
9
2

2
6

2
,0

3
0

3
0

7
7
0

6
2
7

4
5
1

0
1
,8

7
8

0
5
4

3
1

4
1

2
6

1
5
2

庄
内

地
域

1
,8

5
4

7
7
2

2
,6

2
6

1
7
3

1
,3

3
3

5
6
7

4
3
5

1
1
8

2
,6

2
6

1
6
0

1
,2

5
2

5
1
9

4
1
5

4
4

2
,3

9
0

1
3

8
1

4
8

2
0

7
4

2
3
6

所
在

市
町

村
病

院
・

診
療

所
医

療
機

関
名

資
料
2
-1

４



 

病床機能ごとの病床数の状況について 

 

 

    （単位：床） 

 

村山地域 
高 度 

急性期 
急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

①令和３年度病床機能報告 

（R3.7.1 現在）［許可］ 
417 2,854 908 1,306 165 5,650 

②令和３年度病床機能報告 

以降の動き 
0 0 0 0 0 0 

③令和４年度末見込み 

（①＋②） 
417 2,854 908 1,306 165 5,650 

【参考】2025 年必要量 

（推計） 
523 1,687 1,431 1,232 - 4,873 

資料 2-2 
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県 県保健医療推進協議会 保健医療計画策定部会

R5.3

4

5
第１回開催
◆計画策定の進め方

6
第１回開催
◆計画の基本理念・方向

7

8 骨子案とりまとめ 骨子案について意見照会
第２回開催
◆計画の骨子案について

9

10

11
第３回開催
◆計画案について

12
第２回開催
◆計画案について

R6.1 パブリックコメント

2

3

※前回計画策定時のスケジュールを参考に作成した現時点での素案であり、検討の進捗
等により前後する場合あり

※上記は県全体のスケジュールであり、村山を含めた各地域保健医療協議会は、保健医
療計画策定部会の開催に関連して開催される見込み

計画案とりまとめ

第８次保健医療計画の策定に向けたスケジュール（目途・素案）

作成指針提示（厚生労働省）

策定

骨子案作成
（各担当課）

計画案作成
（各担当課）

資料３

６



第
７

次
山

形
県

保
健

医
療

計
画

　
第

３
部

地
域

編
　

村
山

地
域

二
次

保
健

医
療

圏
（
平

成
３

０
年

度
～

令
和

５
年

度
）
＜

中
間

見
直

し
＞

 令
和

４
年

度
の

進
捗

状
況

項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

　
県

は
、

住
民

に
対

し
適

切
な

保
健

・
医

療
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
、

医
療

監
視

な
ど

を
通

じ
て

医
療

機
関

等
に

対
す

る
指

導
・
助

言
を

行
い

ま
す

。

　
令

和
４

年
度

は
８

７
施

設
（
病

院
１

６
か

所
、

診
療

所
７

１
か

所
　

１
６

．
５

％
）
が

地
域

医
療

連
携

パ
ス

に
参

加
し

て
お

り
、

令
和

４
年

度
の

目
標

値
で

あ
る

１
８

．
３

％
を

１
．

８
ポ

イ
ン

ト
下

回
っ

て
い

る
。

今
後

も
引

き
続

き
、

村
山

地
域

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

）
の

活
用

も
含

め
た

検
討

を
行

っ
て

い
く
。

　
令

和
２

年
の

医
療

施
設

従
事

医
師

数
は

、
１

，
４

６
０

人
で

あ
り

、
目

標
値

で
あ

る
山

形
県

医
師

確
保

計
画

に
お

け
る

現
状

維
持

の
医

師
数

１
，

４
６

９
人

を
９

人
下

回
っ

て
い

る
。

　
令

和
２

年
の

人
口

１
０

万
対

看
護

師
等

数
は

、
１

，
５

３
９

．
７

人
で

あ
り

、
目

標
値

よ
り

８
０

．
６

人
下

回
っ

て
い

る
。

　
 県

及
び

関
係

機
関

は
、

山
形

県
医

師
確

保
計

画
及

び
山

形
方

式
・
看

護
師

等
生

涯
サ

ポ
ー

ト
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

施
策

を
通

し
て

医
療

従
事

者
の

確
保

や
養

成
に

取
り

組
ん

で
い

き
ま

す
。

　
医

学
生

及
び

看
護

学
生

等
の

研
修

・
実

習
受

入
れ

の
際

に
、

地
域

の
現

状
等

を
説

明
し

、
地

元
へ

の
定

着
を

促
し

て
い

る
。

　
地

域
連

携
パ

ス
に

参
加

す
る

医
療

機
関

の
数

を
令

和
４

年
度

は
１

８
．

３
％

と
し

ま
す

。

　
県

及
び

関
係

機
関

は
、

地
域

保
健

医
療

協
議

会
に

お
け

る
検

討
を

通
し

、
医

療
資

源
が

比
較

的
充

実
し

て
い

る
東

南
村

山
地

域
と

他
２

地
域

と
の

連
携

強
化

を
図

り
ま

す
。

　
令

和
4
年

度
は

、
書

面
に

よ
る

自
主

点
検

を
確

認
す

る
こ

と
で

病
院

及
び

診
療

所
等

に
必

要
な

指
導

・
助

言
を

行
う

。
　

　
　

対
象

　
病

院
1
6
施

設
、

診
療

所
1
1
2
施

設

　
県

及
び

医
療

機
関

は
、

医
療

機
関

の
病

床
機

能
の

分
化

・
連

携
の

あ
り

方
に

つ
い

て
協

議
を

進
め

ま
す

。

○
　

村
山

地
域

は
、

医
師

多
数

区
域

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

他
の

区
域

か
ら

医
師

の
確

保
を

行
わ

な
い

方
針

と
し

ま
す

。
た

だ
し

、
若

手
医

師
の

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
勘

案
し

、
専

門
研

修
の

場
合

等
は

こ
の

方
針

に
該

当
し

な
い

も
の

と
し

、
地

域
内

の
医

師
少

数
ス

ポ
ッ

ト
内

に
あ

る
救

急
医

療
及

び
へ

き
地

医
療

に
取

り
組

む
医

療
機

関
等

に
つ

い
て

は
、

医
師

の
確

保
（
増

加
）
を

行
う

方
針

と
し

ま
す

。
○

　
看

護
師

等
に

つ
い

て
、

村
山

地
域

全
体

と
し

て
県

平
均

を
上

回
る

も
の

の
、

現
状

値
（
H

3
0
:8

,0
9
8

人
）
を

令
和

７
年

度
の

需
要

推
計

値
（
8
,9

8
0
人

）
ま

で
に

引
き

上
げ

て
い

く
必

要
が

あ
る

こ
と

、
北

村
山

、
西

村
山

地
域

等
各

地
域

に
お

い
て

は
不

足
（
偏

在
）
が

生
じ

て
い

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

看
護

師
等

の
確

保
に

向
け

た
取

組
み

を
進

め
て

い
き

ま
す

。

１
　

医
療

提
供

体
制

（
１

）
 医

療
従

事
者

評
価

目
標

（
２

）
医

療
施

設

主
な

施
策

計
画

目
標

・
主

な
施

策

主
な

施
策

評
価

目
標

　
令

和
５

年
３

月
１

３
日

に
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

（
村

山
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
）
を

W
E
B

開
催

し
、

第
７

次
山

形
県

保
健

医
療

計
画

や
地

域
医

療
構

想
の

進
捗

状
況

に
つ

い
て

意
見

交
換

を
行

う
予

定
。

　
令

和
５

年
３

月
１

３
日

に
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

（
村

山
地

域
医

療
構

想
調

整
会

議
）
を

W
E
B

開
催

し
、

第
７

次
山

形
県

保
健

医
療

計
画

や
地

域
医

療
構

想
の

進
捗

状
況

に
つ

い
て

意
見

交
換

を
行

う
予

定
。

【
再

掲
】

  
 県

は
、

臨
床

研
修

医
の

研
修

や
医

学
生

・
看

護
学

生
の

実
習

の
受

け
入

れ
を

積
極

的
に

実
施

し
、

県
内

へ
の

医
療

従
事

者
の

定
着

を
図

り
ま

す
。

　
医

学
生

及
び

看
護

学
生

等
の

研
修

・
実

習
を

受
け

入
れ

、
保

健
医

療
従

事
者

等
の

確
保

・
定

着
に

向
け

た
取

組
み

を
進

め
て

い
る

。
【
令

和
４

年
度

の
受

け
入

れ
状

況
】

　
（
１

）
医

学
生

　
　

　
 受

入
数

　
　

　
　

 ３
名

　
（
２

）
看

護
学

生
　

　
受

入
数

　
　

 　
７

７
名

　
※

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
状

況
を

踏
ま

え
、

集
合

研
修

・
実

習
を

中
止

し
た

場
合

、
オ

ン
ラ

イ
ン

形
式

で
の

講
義

又
は

講
義

D
V

D
の

貸
出

を
実

施
。

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

地
域

連
携

パ
ス

に

参
加

す
る

医
 

療
機
関

の
割

合
 

1
7
.
8
％

 

(
9
1
施
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(
R
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1
6
.
3
％
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1
6
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％
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1
7
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％
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％
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項
 

目
 

現
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目
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2
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1
8 

(
H
3
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2
0
1
9
 

(
R
1
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2
0
2
0
 

(
R
2
) 

2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3 

(
R
5
) 

医
療

施
設

従
事

医
師

数
 

（
※

１
）
 

1
,
5
7
7
人

 

（
H
30

）
 

(
－

) 
(
－

)
 

(
－

)
 

－
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現
状

 

維
持

 

 

項
 
目

 
現

 
状

 

目
 

 
標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
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2
0
1
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(
R
1
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2
0
2
0
 

(
R
2
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2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3 

(
R
5
) 

人
口

1
0
万

対
看

護
師

等
数

 

（
実

人
員

）
 

（
※

２
)
 

1
,
5
39

.
7
 
人

 

（
R
2）

 
(
－

)
 

(
－

) 
(
－

)
 

－
 

－
 

－
 

 

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

2
0
1
8 

(
H
3
0)
 

2
0
1
9
 

(
R
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)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
) 

2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3 

(
R
5
) 

医
療

施
設

従
事

医
師

数
 

（
※

１
）
 

1
,
5
7
7
人

 

（
H
30

）
 

(
－

) 
(
－

)
 

(
－

)
 

－
 

－
 

現
状

 

維
持
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状
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標
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(
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) 
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(
R
2
) 

2
0
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1 

(
R
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) 

2
0
2
2
 

(
R
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2
0
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3 
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R
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) 

人
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0
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対
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)
 

 
(
－

)
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)
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項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

主
な

施
策

令
和

４
年

度
小

児
救

急
医

療
講

習
会

は
1
0
回

を
計

画
し

て
い

た
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

に
よ

り
６

回
の

開
催

に
と

ど
ま

り
、

目
標

値
（
1
0
回

）
を

下
回

っ
た

。

　
開

催
計

画
　

1
0
回

（
山

形
市

３
回

、
天

童
市

１
回

、
山

辺
町

１
回

、
上

山
市

１
回

、
西

川
町

１
回

、
朝

日
町

１
回

、
大

石
田

町
２

回
）

  
開

催
実

績
　

６
回

（
山

形
市

３
回

、
山

辺
町

１
回

、
西

川
町

１
回

、
朝

日
町

１
回

）
　

　
参

加
者

数
：
5
7
名

　 　
小

児
救

急
医

療
講

習
会

等
に

お
い

て
、

保
護

者
、

幼
稚

園
教

諭
等

に
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

、
説

明
し

、
適

正
受

診
の

促
進

を
図

っ
て

い
る

。
（
令

和
４

年
度

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

配
布

数
　

５
０

０
部

）

（
１

）
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
配

布
　

市
町

、
消

防
本

部
と

連
携

し
て

実
施

す
る

小
児

の
応

急
手

当
講

習
会

及
び

小
児

救
急

医
療

講
習

会
に

お
い

て
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
を

配
布

し
た

。
（
令

和
４

年
度

配
布

部
数

：
６

０
０

部
）
。

（
２

）
小

児
救

急
医

療
講

習
会

開
催

（
６

回
）
【
再

掲
】
・
講

習
会

終
了

後
の

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
　

市
町

、
各

郡
市

地
区

医
師

会
と

連
携

し
、

小
児

科
医

を
講

師
と

し
て

小
児

救
急

医
療

講
習

会
を

開
催

し
て

お
り

、
ア

ン
ケ

ー
ト

に
よ

り
保

護
者

等
の

要
望

、
小

児
電

話
相

談
＃

８
０

０
０

及
び

当
講

習
会

の
認

知
度

等
を

把
握

し
な

が
ら

行
っ

て
い

る
。

　
周

産
期

死
亡

率
（
出

生
千

対
）
を

全
国

の
過

去
3
年

間
の

平
均

値
以

下
と

し
ま

す
。

　
県

及
び

関
係

機
関

は
、

周
産

期
医

療
機

関
や

医
療

従
事

者
な

ど
の

医
療

資
源

が
効

率
的

に
活

用
さ

れ
る

よ
う

、
機

能
分

担
や

連
携

体
制

の
確

保
に

取
り

組
み

、
地

域
に

お
い

て
セ

ミ
オ

ー
プ

ン
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

な
ど

、
病

院
、

診
療

所
の

連
絡

・
連

携
体

制
を

整
備

し
ま

す
。

１
　

医
療

提
供

体
制

（
３

）
小

児
救

急
を

含
む

小
児

医
療

　
県

は
、

小
児

の
保

護
者

等
に

対
し

て
、

「
小

児
救

急
電

話
相

談
窓

口
♯

８
０

０
０

」
の

利
用

促
進

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

し
て

意
識

の
啓

発
に

努
め

、
適

切
に

医
療

機
関

を
受

診
す

る
よ

う
促

し
ま

す
。

（
４

）
周

産
期

医
療

　
小

児
救

急
医

療
講

習
会

の
開

催
数

を
令

和
４

年
度

は
１

０
回

と
し

ま
す

。

　
県

は
、

市
町

や
各

郡
市

医
師

会
と

連
携

し
、

小
児

の
保

護
者

等
に

対
し

て
急

病
時

の
対

処
方

法
の

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

の
配

布
及

び
小

児
救

急
医

療
講

習
会

を
開

催
し

、
保

護
者

の
救

急
の

知
識

の
向

上
と

不
安

軽
減

に
努

め
ま

す
。

評
価

目
標

主
な

施
策

評
価

目
標

　
平

成
３

０
年

６
月

に
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

や
妊

婦
健

診
施

設
の

実
務

者
（
医

師
）
に

よ
る

「
産

科
セ

ミ
オ

ー
プ

ン
導

入
モ

デ
ル

事
業

検
討

会
」
を

立
ち

上
げ

た
。

村
山

地
域

で
は

、
平

成
３

１
年

１
月

１
５

日
か

ら
運

用
を

開
始

し
、

現
在

１
９

施
設

（
分

娩
施

設
：
４

施
設

、
妊

婦
健

診
施

設
：
１

１
施

設
、

妊
婦

健
診

へ
の

協
力

施
設

：
４

施
設

）
が

参
加

し
て

い
る

。

　
全

国
の

周
産

期
死

亡
率

の
過

去
３

年
間

(平
成

3
0
年

、
令

和
元

年
、

令
和

２
年

)の
平

均
値

３
．

３
に

対
し

、
村

山
地

域
の

周
産

期
死

亡
率

の
過

去
３

年
間

の
平

均
値

は
３

．
８

で
あ

り
、

目
標

値
を

０
．

５
ポ

イ
ン

ト
下

回
っ

た
。

項
 
目

 
現

 
状

 

目
 
 

標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

小
児
救

急
医
療

 

講
習
会

の
開
催

数
 

７
回
 

(
R
2
)
 

(
８
回

) 
(
８
回

)
 

(
９
回

)
 

９
回

 
1
0
回
 

1
0
回
 

 

項
 
目
 

現
 
状
 

目
 
 

標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

周
産

期
死

亡
率
 

（
出

生
千

対
）
 

3
.
2
 

（
R
1
）
 

(
―

)
 

(
―

)
 

(
全
国

の

過
去
 

3
年

間
の

平
均
値

以
下
)
 

―
 

―
 

全
国
の

過
去
 

3
年
間

の
 

平
均
値

以
下
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

項
 
目

 
現

 
状

 

目
 
 

標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

小
児
救

急
医
療

 

講
習
会

の
開
催

数
 

７
回
 

(
R
2
)
 

(
８
回

) 
(
８
回

)
 

(
９
回

)
 

９
回

 
1
0
回
 

1
0
回
 

 

 

年
 

項
目
 

2
0
1
9
 

（
H
3
0
）
 

2
0
2
0
 

（
R
1
）
 

2
0
2
1
 

（
R
2
）

 

周
産
期

死
亡
率
 

村
山

地
域
 

4
.
0
 

3
.
5
 

3
.
8
 

平
均
値

3
.
8
 

全
 

国
 

3
.
3
 

3
.
4
 

3
.
2
 

平
均
値

3
.
3
 

 
 
 
※

厚
生

労
働
省

「
保
健

福
祉
統

計
年

報
」
よ
り

 
 

８



項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

病
病

間
、

病
診

間
、

さ
ら

に
は

介
護

施
設

等
を

含
む

地
域

連
携

パ
ス

の
運

用
や

医
療

情
報

の
共

有
化

に
向

け
た

検
討

を
行

い
ま

す
。

 　
令

和
元

年
度

～
令

和
３

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
書

面
協

議
等

を
実

施
。

令
和

４
年

度
は

村
山

地
域

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

協
議

会
を

開
催

し
、

意
見

交
換

予
定

。
開

催
日

：
令

和
５

年
３

月
６

日
参

加
者

：
郡

市
地

区
医

師
会

、
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

情
報

開
示

病
院

、
県

関
係

機
関

等
【
再

掲
】

　
県

は
、

市
町

及
び

消
防

機
関

と
連

携
し

て
、

A
E
D

の
使

用
方

法
を

含
む

心
肺

蘇
生

法
の

講
習

会
を

開
催

し
応

急
手

当
の

普
及

を
図

り
ま

す
。

評
価

目
標

１
　

医
療

提
供

体
制

（
５

）
救

急
医

療
　

令
和

３
年

度
は

7
7
.0

％
（
受

診
者

数
4
4
,5

9
8
人

中
軽

症
患

者
数

3
4
,3

2
3
人

）
で

あ
り

、
目

標
値

（
7
8
.9

％
）
を

達
成

し
て

い
る

。
　

※
令

和
４

年
度

の
軽

症
患

者
の

割
合

は
、

令
和

５
年

５
月

に
集

計
予

定
。

　 　
　

　
【
参

考
】
　

H
3
0
実

績
：
8
0
.3

%
（
目

標
達

成
）
　

⇒
R

1
実

績
：
7
9
.4

%
（
目

標
達

成
）
　

⇒
　

R
2
実

績
：
7
5
.8

%
（
目

標
達

成
）

　
村

山
地

域
医

療
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

）
の

活
用

事
例

の
周

知
や

、
他

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

お
け

る
多

職
種

連
携

の
あ

り
方

を
検

証
す

る
た

め
の

研
修

会
等

を
実

施
し

ま
す

。

（
６

）
医

療
連

携
　

令
和

３
年

度
の

ア
ク

セ
ス

数
は

３
１

，
３

８
４

件
で

あ
り

、
令

和
３

年
度

の
目

標
値

を
１

,１
１

６
件

下
回

っ
た

。
ま

た
、

令
和

４
年

４
月

か
ら

１
２

月
ま

で
の

ア
ク

セ
ス

数
は

２
１

,９
３

３
件

で
、

昨
年

度
同

期
間

の
実

績
２

４
,０

６
０

件
を

２
,１

２
７

件
下

回
っ

て
い

る
。

　
県

は
、

「
か

か
り

つ
け

医
」
の

普
及

を
推

進
し

、
適

切
に

医
療

機
関

を
受

診
す

る
よ

う
周

知
啓

発
し

ま
す

。

　
県

は
、

「
大

人
の

救
急

電
話

相
談

窓
口

♯
８

５
０

０
」
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

を
活

用
し

て
意

識
の

啓
発

に
努

め
、

急
病

時
の

対
処

方
法

の
普

及
と

初
期

救
急

医
療

機
関

の
適

正
受

診
を

促
進

し
ま

す
。

評
価

目
標

救
急

告
示

病
院

の
休

日
・
夜

間
に

お
け

る
軽

症
患

者
の

割
合

を
令

和
３

年
度

は
７

８
．

９
％

と
し

ま
す

。

主
な

施
策

　
消

防
機

関
、

医
療

機
関

、
医

師
会

等
の

関
係

者
で

構
成

す
る

村
山

地
域

救
急

搬
送

改
善

検
討

会
に

お
い

て
、

救
急

搬
送

困
難

事
例

の
解

消
に

向
け

て
検

討
し

て
い

き
ま

す
。

 　
令

和
元

年
度

～
令

和
３

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
書

面
協

議
等

を
実

施
。

令
和

４
年

度
は

村
山

地
域

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

協
議

会
を

開
催

し
、

意
見

交
換

予
定

。
開

催
日

：
令

和
５

年
３

月
６

日
参

加
者

：
郡

市
地

区
医

師
会

、
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

情
報

開
示

病
院

、
県

関
係

機
関

等

主
な

施
策

　
市

町
、

消
防

機
関

と
連

携
し

、
Ａ

Ｅ
Ｄ

の
使

用
方

法
を

含
む

心
肺

蘇
生

法
講

習
会

（
応

急
手

当
講

習
会

）
を

開
催

し
、

普
及

を
図

っ
て

い
る

。
　

　
講

習
会

開
催

数
：
５

回
開

催
　

（
山

形
市

２
回

、
山

辺
町

１
回

、
西

川
町

１
回

、
朝

日
町

１
回

）
　

　
受

講
者

数
：
4
5
名

（
１

）
村

山
保

健
所

と
県

医
療

政
策

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
「
か

か
り

つ
け

医
」
に

つ
い

て
掲

載
し

周
知

啓
発

し
て

い
る

。
　

　
・
村

山
保

健
所

H
P

「
か

か
り

つ
け

医
を

持
ち

ま
し

ょ
う

」
　

　
　

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.p
re

f.
ya

m
ag

at
a.

jp
/
3
0
1
0
2
3
/
ke

n
fu

ku
/
ke

n
ko

/
h
o
ke

n
jo

/
m

u
ra

ya
m

ah
o
ke

n
jo

/
ir
yo

u
jo

u
h
o
u
/
ir
yo

u
-
ya

ku
ji/

ka
ka

ri
ts

u
ke

.h
tm

l
　

　
・
医

療
政

策
課

H
P

「
急

な
病

気
や

け
が

に
備

え
て

～
医

療
機

関
を

受
診

す
る

際
の

お
願

い
」

　
　

　
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.p
re

f.
ya

m
ag

at
a.

jp
/
0
9
0
0
1
3
/
ke

n
fu

ku
/
ir
yo

/
iji

/
te

ki
se

iju
sh

in
.h

tm
l

（
２

）
小

児
救

急
医

療
講

習
会

等
に

お
い

て
「
か

か
り

つ
け

医
」
の

必
要

性
に

つ
い

て
説

明
し

て
適

正
受

診
の

促
進

を
図

っ
て

い
る

。

　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
へ

の
対

応
な

ど
、

医
療

政
策

課
及

び
消

防
救

急
課

と
連

携
し

村
山

地
域

救
急

搬
送

改
善

検
討

会
を

適
時

開
催

し
て

い
く
。

　
応

急
手

当
講

習
会

な
ど

各
種

講
習

会
に

お
い

て
、

参
加

者
に

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
、

説
明

し
、

適
正

受
診

の
促

進
を

図
っ

て
い

る
。

（
令

和
４

年
度

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

配
布

数
：
５

０
０

部
）

　
村

山
地

域
医

療
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
ア

ク
セ

ス
数

を
令

和
３

年
度

は
３

２
，

５
０

０
件

と
し

ま
す

。
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ワ
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（
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に
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ッ

ト
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数
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3
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（
R
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0
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0
0

件
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件
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0
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項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

子
ど

も
の

頃
か

ら
の

適
切

な
食

習
慣

の
定

着
、

運
動

習
慣

者
の

増
加

、
喫

煙
率

の
低

下
を

目
指

し
、

健
康

づ
く
り

支
援

者
を

対
象

と
し

た
研

修
会

や
地

域
住

民
を

対
象

と
し

た
出

前
健

康
教

室
等

、
各

種
事

業
を

展
開

し
ま

す
。

　
が

ん
検

診
推

進
強

化
月

間
等

を
通

し
て

、
が

ん
検

診
受

診
及

び
精

密
検

査
の

受
診

の
普

及
啓

発
を

実
施

し
て

い
る

が
、

精
検

受
診

率
は

、
胃

が
ん

、
大

腸
が

ん
、

子
宮

が
ん

、
乳

が
ん

に
お

い
て

前
年

比
で

減
少

し
て

い
る

。

【
が

ん
検

診
精

密
検

査
受

診
率

（
住

民
検

診
）
】

  
  

  
  

  
  

  
　

 　
　

　
　

　
　

　
  

 令
和

元
年

度
実

績
　

  
  

  
  

　
　

令
和

２
年

度
実

績
  

  
　

（
対

前
年

比
）

　
・
胃

が
ん

　
　

村
山

地
域

　
　

　
　

　
８

２
．

２
％

　
　

　
　

　
　

⇒
　

　
　

　
　

８
０

．
０

％
　

　
 　

（
2
.2

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

　
　

　
　

 　
　

山
形

県
　

　
　

　
　

　
　

８
３

．
８

％
　

　
　

　
　

⇒
　

　
　

　
　

８
２

．
０

％
　

　
　

　
（
1
.8

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
・
肺

が
ん

　
　

村
山

地
域

 　
　

　
　

　
８

６
．

３
％

　
　

　
　

　
⇒

　
　

　
　

　
８

８
．

１
％

　
　

　
　

（
1
.8

ポ
イ

ン
ト

増
）

　
　

　
　

　
　

　
　

 山
形

県
　

　
　

　
　

　
　

８
６

．
４

％
　

　
　

　
　

⇒
　

　
　

　
　

８
５

．
８

％
　

　
　

　
（
0
.6

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
・
大

腸
が

ん
 村

山
地

域
　

　
　

　
　

７
９

．
２

％
　

　
　

　
　

　
⇒

　
　

　
　

　
７

７
．

９
％

　
　

　
　

（
1
.3

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

　
　

　
  

 　
　

山
形

県
　

　
　

　
　

　
　

７
９

．
１

％
　

　
　

  
 　

⇒
　

  
  

 　
７

６
．

３
％

　
　

　
　

（
2
.8

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
・
子

宮
が

ん
 村

山
地

域
　

　
　

　
　

８
１

．
２

％
　

　
　

　
  

　
⇒

　
　

  
  

  
８

１
．

０
％

　
　

　
　

（
0
.2

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

　
　

　
　

　
　

 山
形

県
　

　
　

　
　

　
　

８
１

．
６

％
　

　
 　

　
　

⇒
　

  
  

 　
７

８
．

８
％

　
　

　
　

（
2
.8

ポ
イ

ン
ト

減
）

  
・
乳

が
ん

　
  

 村
山

地
域

　
　

　
　

　
９

３
．

２
％

　
　

　
　

　
　

⇒
　

  
  

 　
９

０
．

４
％

　
　

　
　

（
2
.8

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

　
　

　
　

　
  

 山
形

県
　

　
　

　
　

　
　

９
２

．
６

％
　

　
　

　
 　

⇒
　

  
  

 　
８

９
．

９
％

　
　

　
　

（
2
.7

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

※
令

和
３

年
度

の
実

績
に

つ
い

て
は

、
令

和
５

年
４

月
に

公
表

見
込

み
。

　
県

は
、

市
町

や
関

係
機

関
と

の
検

討
会

等
を

開
催

し
、

喫
煙

対
策

や
が

ん
検

診
受

診
率

向
上

、
精

度
の

確
保

・
向

上
に

向
け

た
情

報
提

供
を

行
う

と
と

も
に

、
効

果
的

な
事

業
の

実
施

を
支

援
し

ま
す

。

（
１

）
禁

煙
週

間
に

係
る

啓
発

活
動

の
実

施
 　

・
未

成
年

者
を

対
象

と
し

た
啓

発
物

品
の

提
供

（
高

等
学

校
１

３
校

）
【
再

掲
】
　

※
山

形
市

内
高

校
等

は
、

山
形

市
保

健
所

で
対

応
 　

・
啓

発
コ

ー
ナ

ー
の

設
営

に
よ

る
パ

ネ
ル

展
示

・
啓

発
物

品
の

配
布

等
の

実
施

（
村

山
総

合
支

庁
の

各
玄

関
ロ

ビ
ー

４
か

所
）
【
再

掲
】

　
 ・

蔵
王

駅
及

び
東

北
芸

術
工

科
大

学
に

お
け

る
若

者
を

対
象

と
し

た
啓

発
物

品
配

布
に

よ
る

街
頭

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

（
２

）
飲

食
店

等
を

対
象

と
し

た
普

及
啓

発
の

実
施

 　
・
食

品
衛

生
責

任
者

講
習

会
に

お
け

る
普

及
啓

発
活

動
（
２

１
回

　
７

０
１

人
）
　

※
令

和
４

年
度

よ
り

動
画

使
用

 　
・
飲

食
店

等
へ

の
巡

回
訪

問
の

実
施

 （
４

店
舗

）
（
３

）
出

前
講

座
の

一
部

に
禁

煙
及

び
受

動
喫

煙
防

止
を

盛
込

ん
で

実
施

　
 ・

企
業

等
で

の
実

施
　

３
回

　
３

７
８

人
（
※

後
日

動
画

視
聴

２
７

５
人

含
む

）
）
【
再

掲
】

　
 地

域
保

健
・
職

域
保

健
連

携
推

進
会

議
の

実
施

　
　

　
開

催
日

：
令

和
５

年
３

月
１

６
日

開
催

予
定

【
再

掲
】

２
　

地
域

の
特

徴
的

な
疾

病
対

策
（
１

）
が

ん

評
価

目
標

（
１

）
出

前
講

座
　

　
　

　
３

回
　

３
７

８
人

（
※

後
日

動
画

視
聴

２
７

５
人

含
む

）
（
２

）
各

種
研

修
会

　
　

 健
康

増
進

事
業

評
価

検
討

会
（
２

回
：
１

回
目

 １
２

月
１

４
日

開
催

、
２

回
目

 ２
月

１
７

日
開

催
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　

地
域

保
健

・
職

域
保

健
連

携
推

進
会

議
（
 ３

月
１

６
日

開
催

予
定

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 食

生
活

改
善

推
進

員
リ

ー
ダ

ー
研

修
会

（
９

月
８

日
　

４
９

人
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 栄
養

施
策

担
当

者
会

議
（
２

回
：
１

回
目

 ５
月

１
９

日
　

１
６

人
、

２
回

目
 ３

月
１

０
日

開
催

予
定

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 村

山
地

域
食

育
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
研

修
会

（
８

月
２

４
日

　
６

４
人

）
（
３

）
受

動
喫

煙
防

止
対

策
　

 禁
煙

週
間

に
係

る
啓

発
活

動
：
啓

発
物

品
の

提
供

　
高

等
学

校
等

１
３

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
禁

煙
週

間
に

係
る

啓
発

コ
ー

ナ
ー

の
設

営
：
村

山
総

合
支

庁
の

各
玄

関
ロ

ビ
ー

４
か

所
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
食

品
衛

生
責

任
者

講
習

会
に

お
け

る
普

及
啓

発
活

動
（
２

１
回

　
７

０
１

人
）

　
が

ん
検

診
精

密
検

査
受

診
率

を
令

和
４

年
度

ま
で

に
１

０
０

％
と

し
ま

す
。

主
な

施
策

　
県

及
び

市
町

は
、

喫
煙

す
る

妊
婦

へ
の

禁
煙

支
援

に
取

り
組

み
、

受
動

喫
煙

の
害

か
ら

子
ど

も
を

守
る

環
境

を
整

え
ま

す
。

項
 

目
 

現
 

状
 

目
 

 
標

 

20
1
8 

(H
3
0)
 

2
01

9 
(
R1

) 
2
0
2
0 

(
R
2
) 

20
2
1 

(R
3
) 

2
02

2 
(
R4

) 
2
0
23
 

(
R
5)
 

が
ん

検
診

 

精
密

検
査

 

受
診

率
 

胃
が

ん
 

8
2.

2％
 

（
R
1）

 
(―

) 
(
―

) 
(
―

) 
―

 
10

0％
 

―
 

肺
が

ん
 

8
6.

3％
 

（
R
1）

 
(―

) 
(
―

) 
(
―

) 
―

 
10

0％
 

―
 

大
腸

が
ん
 

7
9.

2％
 

(R
1）

 
(―

) 
(
―

) 
(
―

) 
―

 
10

0％
 

―
 

子
宮

が
ん
 

8
1.

2％
 

(R
1
) 

(―
) 

(
―

) 
(
―

) 
―

 
10

0％
 

―
 

乳
が

ん
 

9
3.

2％
 

(R
1
) 

(―
) 

(
―

) 
(
―

) 
―

 
10

0％
 

―
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１０



項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

地
域

保
健

と
職

域
保

健
と

の
連

携
に

よ
る

糖
尿

病
重

症
化

予
防

や
健

診
等

受
診

率
向

上
に

関
す

る
検

討
会

、
共

同
事

業
を

実
施

し
ま

す
。

２
　

地
域

の
特

徴
的

な
疾

病
対

策
（
２

）
糖

尿
病

主
な

施
策

評
価

目
標

　
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

割
合

を
令

和
３

年
度

は
１

６
．

２
％

、
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
予

備
軍

者
割

合
８

．
３

％
、

特
定

健
康

診
査

の
受

診
率

を
令

和
３

年
度

は
５

６
％

と
し

ま
す

。
１

 メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

該
当

者
・
予

備
群

の
割

合
（
市

町
村

国
保

）
　

令
和

３
年

度
の

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

該
当

者
の

割
合

は
１

８
．

５
％

で
あ

り
、

目
標

値
（
１

６
．

２
％

）
を

達
成

で
き

な
か

っ
た

。
ま

た
、

予
備

群
の

割
合

は
８

．
７

％
で

あ
り

、
目

標
値

（
８

．
３

％
）
を

達
成

で
き

な
か

っ
た

。

（
１

）
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
令

和
２

年
度

実
績

　
　

　
　

令
和

３
年

度
実

績
　

（
対

前
年

比
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

村
山

地
域

 　
　

１
８

．
４

％
　

　
　

　
　

⇒
　

　
　

１
８

．
５

％
　

　
　

（
０

．
１

ポ
イ

ン
ト

増
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

山
形

県
 　

　
　

 １
８

．
９

％
  

  
  

 　
　

⇒
　

  
  

１
８

．
９

％
（
２

）
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
予

備
群

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
令

和
２

年
度

実
績

　
　

　
　

令
和

３
年

度
実

績
　

（
対

前
年

比
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

村
山

地
域

　
　

　
９

．
０

％
 　

　
　

 　
 ⇒

　
 　

　
８

．
７

％
　

　
　

 （
０

．
３

ポ
イ

ン
ト

減
）

　
　

　
　

　
　

　
 　

  
  

山
形

県
　

  
  

　
 ９

．
２

％
  

  
  

 　
  

 ⇒
　

　
  

 ９
．

０
％

　
 　

（
０

．
２

ポ
イ

ン
ト

減
）

２
 特

定
健

康
診

査
の

受
診

率
（
市

町
村

国
保

）
　

令
和

３
年

度
の

特
定

健
康

診
査

の
受

診
率

は
４

７
．

１
％

で
あ

り
、

目
標

値
（
５

６
％

）
を

達
成

で
き

な
か

っ
た

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

令
和

２
年

度
実

績
　

　
　

　
令

和
３

年
度

実
績

　
（
対

前
年

比
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

村
山

地
域

　
　

　
４

４
．

２
％

　
　

　
　

 ⇒
　

　
　

４
７

．
1
％

 　
　

（
２

．
９

ポ
イ

ン
ト

増
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

山
形

県
　

　
　

　
 ４

７
．

２
％

　
　

　
　

 ⇒
　

 　
 ４

９
．

５
％

　
 　

（
２

．
３

ポ
イ

ン
ト

増
）

　
地

域
保

健
・
職

域
保

健
連

携
推

進
会

議
の

実
施

　
 　

開
催

日
：
令

和
５

年
３

月
１

６
日

開
催

予
定

【
再

掲
】

項
 
目

 

策
定
時

 
現

 
状
 

目
 

 
標
 

村
山
地

域
 

山
形
県
 

村
山

地
域
 

山
形
県
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2
 

(
R
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1
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7
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(R
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1
6
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1
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1
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1
5
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メ
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ボ
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ッ
ク
シ

ン
ド

ロ
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予
備

群
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割
合
 

9
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(H
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9
.
3
％
 

(R
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(R
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8
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8
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8
.
0％

 
7
.
5
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特
定

健
康

診
査
の

受
診
率

 
（

市
町

村
国

保
）

4
4
.
3
％
 

(H
27

) 
4
6
.
0
％
 

(H
27

) 
4
7
.
2％

 
(R
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4
9
.
7
％
 

(R
1)
 

(
5
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5
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％
 

5
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6
0
％
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目

 

策
定
時

 
現

 
状
 

目
 

 
標
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山
地

域
 

山
形
県
 

村
山

地
域
 

山
形
県
 

2
0
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0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
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(
R
3
) 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
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3
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R
5
)
 

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該
当

者
割
合

 

1
5
.
5
％
 

(H
27

) 
1
5
.
4
％
 

(H
27

) 
1
7
.
1％

 
(R

1)
 

1
7
.
5
％
 

(R
1)

 
(
1
6
.
9

％
)
 

1
6
.
2
％
 

1
5
.
6

％
 

1
5
.
0

％
 

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
予
備

群
者

割
合
 

9
.
8
％
 

(H
27

) 
9
.
6
％
 

(H
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) 
9
.
3
％
 

(R
1)
 

9
.
2
％
 

(R
1)
 

(
8
.
7

％
)
 

8
.
3
％
 

8
.
0％

 
7
.
5
％
 

特
定

健
康

診
査
の

受
診
率

 
（

市
町

村
国

保
）

4
4
.
3
％
 

(H
27

) 
4
6
.
0
％
 

(H
27

) 
4
7
.
2％

 
(R

1)
 

4
9
.
7
％
 

(R
1)
 

(
5
4％ )
 

5
6
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5
8
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6
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項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

市
町

や
関

係
機

関
と

連
携

し
、

住
民

や
当

事
者

家
族

を
対

象
と

し
た

研
修

会
や

家
族

教
室

、
相

談
事

業
を

行
い

ま
す

。

　
県

は
、

精
神

障
が

い
者

や
ひ

き
こ

も
り

者
に

対
す

る
支

援
技

術
を

向
上

さ
せ

る
た

め
、

支
援

者
対

象
の

研
修

会
や

事
例

検
討

会
を

開
催

し
ま

す
。

精
神

保
健

福
祉

に
関

わ
る

支
援

者
の

支
援

技
術

を
向

上
さ

せ
る

た
め

研
修

会
を

開
催

。
（
１

）
村

山
地

域
児

童
・
生

徒
の

「
S
O

S
の

出
し

方
に

関
す

る
教

育
」
推

進
研

修
会

の
開

催
　

　
　

内
　

 容
：
若

年
層

の
自

殺
の

現
状

と
そ

の
背

景
、

「
S
O

S
の

出
し

方
に

関
す

る
教

育
」
の

必
要

性
を

学
び

、
教

育
の

推
進

に
向

け
た

　
　

　
　

　
　

　
　

意
識

醸
成

を
行

う
と

と
も

に
、

地
域

に
お

け
る

関
係

機
関

の
連

携
体

制
の

構
築

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
に

研
修

会
を

開
催

。
　

　
　

　
　

　
　

　
S
O

S
の

出
し

方
・
受

け
止

め
方

教
育

に
つ

い
て

の
講

話
と

先
進

自
治

体
で

の
実

践
報

告
を

実
施

。
　

　
　

開
催

日
：
令

和
５

年
１

月
1
6
日

（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
　

　
　

参
加

者
：
　

市
町

（
自

殺
対

策
担

当
課

、
教

育
委

員
会

）
、

小
・
中

・
高

等
校

学
校

、
精

神
科

病
院

等
実

務
者

　
8
5
名

(２
）
ひ

き
こ

も
り

相
談

支
援

者
研

修
　

　
内

　
 容

：
ひ

き
こ

も
る

要
因

や
取

り
巻

く
環

境
は

ケ
ー

ス
ご

と
に

異
な

る
た

め
、

個
々

の
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

支
援

を
提

供
で

き
る

　
　

　
　

　
　

　
よ

う
、

支
援

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
目

的
に

研
修

会
を

開
催

。
　

　
　

・
基

礎
編

；
上

記
（
３

）
「
ひ

き
こ

も
り

」
に

つ
い

て
学

ぶ
会

、
・
実

践
編

；
上

記
（
１

）
村

山
地

域
児

童
・
生

徒
の

「
S
O

S
の

出
し

方
に

関
す

　
　

　
　

る
教

育
」
推

進
研

修
会

と
そ

れ
ぞ

れ
兼

ね
て

開
催

。
(３

）
村

山
地

域
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
・
地

域
定

着
推

進
会

議
内

で
の

講
話

の
実

施
　

　
　

内
　

容
：
精

神
障

が
い

者
の

地
域

移
行

・
地

域
定

着
を

推
進

す
る

た
め

、
関

係
者

の
意

識
醸

成
を

行
う

た
め

の
講

話
を

実
施

。
　

　
　

開
催

日
：
令

和
５

年
２

月
３

日
（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
　

　
　

参
加

者
：
精

神
科

病
院

、
相

談
支

援
事

業
所

、
市

町
、

訪
問

看
護

事
業

所
(精

神
科

対
応

)な
ど

の
実

務
者

　
等

　
村

山
地

域
の

自
殺

死
亡

率
（
人

口
1
0
万

人
あ

た
り

の
自

殺
者

数
)は

、
こ

れ
ま

で
減

少
傾

向
に

あ
っ

た
が

、
令

和
３

年
は

1
7
.8

で
あ

り
、

令
和

3
年

目
標

値
1
3
.6

よ
り

高
く
な

っ
て

い
る

。
コ

ロ
ナ

禍
の

影
響

も
あ

り
、

全
国

、
山

形
県

と
も

に
自

殺
死

亡
率

が
上

昇
し

て
い

る
た

め
、

今
後

の
経

過
を

注
視

し
て

い
く
。

（
1
）
精

神
保

健
福

祉
相

談
の

実
施

　
　

内
  

 容
：
精

神
科

医
師

に
よ

る
定

期
相

談
を

月
２

回
、

保
健

師
に

よ
る

相
談

を
随

時
実

施
。

　
　

実
施

状
況

：
精

神
科

医
師

に
よ

る
定

期
相

談
延

1
0
件

、
保

健
師

に
よ

る
相

談
延

1
1
件

、
電

話
相

談
延

1
，

9
0
6
件

（
令

和
４

年
1
2
月

末
現

在
）

（
2
）
ひ

き
こ

も
り

相
談

の
実

施
　

　
内

　
 容

：
精

神
科

医
師

に
よ

る
相

談
を

月
１

～
２

回
、

保
健

師
に

よ
る

相
談

を
随

時
実

施
。

　
　

実
施

状
況

：
精

神
科

医
師

に
よ

る
定

期
相

談
延

2
1
件

、
保

健
師

に
よ

る
相

談
延

2
5
件

、
電

話
相

談
延

1
6
1
件

（
令

和
４

年
1
2
月

末
現

在
）

（
3
）
「
ひ

き
こ

も
り

」
に

つ
い

て
学

ぶ
会

　
　

内
　

容
：
家

族
の

ひ
き

こ
も

り
の

こ
と

で
悩

ん
で

い
る

方
を

対
象

に
、

ひ
き

こ
も

り
に

つ
い

て
学

び
、

支
援

に
関

す
る

情
報

を
知

る
機

会
を

  
  

  
  

  
  

  
提

供
す

る
た

め
、

専
門

家
（
精

神
科

医
師

や
臨

床
心

理
士

）
の

講
話

等
を

開
催

。
精

神
科

医
師

の
講

話
の

み
、

支
援

者
も

オ
ン

　
　

　
　

　
　

　
ラ

イ
ン

聴
講

可
と

し
た

。
　

　
開

催
日

：
令

和
４

年
1
2
月

２
日

　
　

参
加

者
：
家

族
1
0
名

、
支

援
者

4
5
名

（
2
9
機

関
）

（
4
）
う

つ
病

家
族

教
室

の
開

催
　

　
内

　
 容

：
う

つ
病

に
関

す
る

知
識

や
情

報
を

提
供

し
、

家
族

が
病

気
へ

の
理

解
を

深
め

、
対

応
に

つ
い

て
学

ぶ
こ

と
で

患
者

の
療

養
を

　
　

　
　

　
　

　
支

え
、

病
気

の
回

復
に

つ
な

げ
る

た
め

、
ま

た
、

家
族

自
身

の
健

康
が

保
た

れ
、

安
定

し
た

生
活

を
送

れ
る

よ
う

支
援

す
る

た
　

　
　

　
　

　
　

め
の

講
話

等
を

開
催

。
  

  
開

催
日

及
び

場
所

  
 １

回
目

：
令

和
４

年
８

月
2
6
日

　
村

山
総

合
支

庁
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

精
神

科
医

師
よ

り
「
う

つ
病

へ
の

理
解

と
対

応
に

つ
い

て
」
を

テ
ー

マ
に

講
演

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
２

回
目

：
令

和
４

年
９

月
2
7
日

　
村

山
総

合
支

庁
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

臨
床

心
理

士
よ

り
「
う

つ
病

の
方

へ
の

接
し

方
に

つ
い

て
」
を

テ
ー

マ
に

講
演

。
　

　
参

加
者

：
家

族
1
5
名

（
２

回
延

参
加

人
数

）

　
自

殺
死

亡
率

（
人

口
１

０
万

対
）
を

令
和

３
年

度
は

１
３

．
６

と
し

ま
す

。
２

　
地

域
の

特
徴

的
な

疾
病

対
策

（
３

）
精

神
疾

患
等

主
な

施
策

評
価

目
標

項
 
目
 

現
 
状
 

目
 
 
標
 

2
0
1
8 

(
H
3
0)
 

2
0
1
9 

(
R
1
) 

2
0
2
0 

(
R
2
) 

2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2 

(
R
4
) 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

自
殺
死
亡
率
 

（
人

口
10

万
対

）

1
4
.
0 

（
R
1
）
 

(
1
6
.
9
)
 

(
1
6
.
4
)
 

(
1
5
.
9
)
 

1
3
.
6 

1
3
.
4 

1
3
.
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

項
 
目
 

現
 
状
 

目
 
 
標
 

2
0
1
8 

(
H
3
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2
0
1
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(
R
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2
0
2
0 

(
R
2
) 

2
0
2
1 

(
R
3
) 

2
0
2
2 

(
R
4
) 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

自
殺
死
亡
率
 

（
人

口
10

万
対

）

1
4
.
0 

（
R
1
）
 

(
1
6
.
9
)
 

(
1
6
.
4
)
 

(
1
5
.
9
)
 

1
3
.
6 

1
3
.
4 

1
3
.
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
※

厚
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労
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省
「
人

口
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態
統
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調
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項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

精
神

科
救

急
医

療
シ

ス
テ

ム
の

円
滑

な
推

進
を

目
的

に
、

精
神

科
救

急
情

報
セ

ン
タ

ー
の

運
営

や
緊

急
時

の
適

切
な

対
応

や
体

制
に

つ
い

て
、

精
神

科
病

院
や

関
係

機
関

と
の

場
で

検
討

し
ま

す
。

　
管

内
の

精
神

科
医

療
施

設
数

は
、

精
神

科
病

院
が

1
1
施

設
で

精
神

科
病

床
数

は
2
,1

7
2
床

、
精

神
科

診
療

所
が

1
4
施

設
と

な
っ

て
い

る
。

　
ま

た
、

精
神

科
救

急
医

療
施

設
の

指
定

病
院

数
は

４
施

設
と

な
っ

て
い

る
（
令

和
４

年
４

月
１

日
現

在
）
。

（
１

）
精

神
科

救
急

医
療

シ
ス

テ
ム

連
絡

調
整

委
員

会
の

開
催

　
　

　
内

　
 容

：
精

神
科

救
急

に
関

す
る

緊
急

時
対

応
の

課
題

等
に

つ
い

て
、

効
率

的
な

対
策

を
検

討
す

る
。

　
　

　
開

催
日

：
令

和
５

年
３

月
開

催
予

定
（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
（
２

）
精

神
保

健
福

祉
事

例
検

討
会

 【
再

掲
】

　
　

　
内

　
 容

：
精

神
科

未
受

診
者

、
医

療
中

断
者

、
治

療
継

続
困

難
者

、
生

活
困

窮
者

等
地

域
の

生
活

者
が

、
適

切
な

精
神

科
医

療
を

　
　

　
　

　
　

　
　

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

、
体

制
の

構
築

と
連

携
の

強
化

を
行

う
。

　
　

  
開

催
状

況
：
令

和
４

年
度

検
討

会
の

実
施

延
回

数
：
4
1
回

　
 （

令
和

４
年

1
2
月

末
現

在
）

　
　

　
参

集
機

関
：
市

町
・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
・
社

会
福

祉
協

議
会

・
精

神
科

病
院

・
消

防
・
警

察
・
保

護
観

察
所

等

（
１

）
精

神
保

健
福

祉
事

例
検

討
会

　
　

　
内

　
 容

：
精

神
科

未
受

診
者

、
医

療
中

断
者

、
治

療
継

続
困

難
者

、
生

活
困

窮
者

等
地

域
の

生
活

者
が

、
適

切
な

精
神

科
医

療
を

　
　

　
　

　
　

　
　

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

、
体

制
の

構
築

と
連

携
の

強
化

を
行

う
。

　
　

  
開

催
状

況
：
令

和
４

年
度

検
討

会
の

実
施

延
回

数
：
4
1
回

　
 （

令
和

４
年

1
2
月

末
現

在
）

　
　

　
参

集
機

関
：
市

町
・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
・
社

会
福

祉
協

議
会

・
精

神
科

病
院

・
警

察
・
保

護
観

察
所

等
（
２

）
村

山
地

域
児

童
・
生

徒
の

「
S
O

S
の

出
し

方
に

関
す

る
教

育
」
推

進
研

修
会

【
再

掲
】

　
　

内
　

 容
：
「
S
O

S
の

出
し

方
に

関
す

る
教

育
」
の

推
進

に
向

け
た

意
識

醸
成

を
行

う
と

と
も

に
、

地
域

に
お

け
る

関
係

機
関

の
連

携
体

制
　

　
　

　
　

　
　

の
構

築
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

に
研

修
会

と
兼

ね
て

意
見

交
換

を
行

う
会

議
を

実
施

。
  

  
開

催
日

：
令

和
５

年
１

月
1
6
日

（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
　

　
参

加
者

：
市

町
（
自

殺
対

策
担

当
課

、
教

育
委

員
会

）
、

小
・
中

・
高

等
校

学
校

、
精

神
科

病
院

等
実

務
者

　
8
5
名

（
３

）
村

山
地

域
精

神
障

が
い

者
地

域
移

行
・
地

域
定

着
推

進
会

議
　

【
再

掲
】

　
　

　
内

　
容

：
精

神
障

が
い

者
の

地
域

移
行

に
関

す
る

地
域

の
課

題
の

共
有

と
地

域
移

行
の

促
進

の
た

め
の

取
組

み
に

関
す

る
協

議
を

　
　

　
　

　
　

　
　

行
う

。
　

　
　

開
催

日
：
令

和
５

年
２

月
３

日
（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
　

　
　

参
集

機
関

：
精

神
科

病
院

、
相

談
支

援
事

業
所

、
市

町
、

訪
問

看
護

事
業

所
(精

神
科

対
応

)等

　
県

は
、

保
健

・
医

療
・
福

祉
等

関
係

者
と

の
連

携
を

促
進

す
る

た
め

、
事

例
検

討
会

や
連

絡
協

議
会

等
を

開
催

し
ま

す
。

２
　

地
域

の
特

徴
的

な
疾

病
対

策
（
３

）
精

神
疾

患
等

主
な

施
策

１３



項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
 県

は
、

高
齢

者
施

設
等

に
お

い
て

ク
ラ

ス
タ

ー
が

発
生

し
た

場
合

等
は

、
関

係
機

関
に

よ
る

対
策

会
議

を
開

催
し

、
情

報
を

共
有

し
て

事
案

に
対

応
す

る
と

と
も

に
、

県
の

感
染

症
専

門
班

の
助

言
を

得
な

が
ら

当
該

施
設

等
に

対
す

る
指

導
を

行
い

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

継
続

を
支

援
し

ま
す

。

高
齢

者
施

設
に

お
け

る
施

設
内

感
染

対
策

指
導

件
数

令
和

２
年

度
：
２

件
、

令
和

３
年

度
９

件
、

令
和

４
年

度
：
２

１
２

件
必

要
時

、
現

地
指

導
に

出
向

い
て

の
助

言
指

導
や

対
策

会
議

を
行

っ
た

。

　
令

和
４

年
度

の
感

染
性

胃
腸

炎
集

団
発

生
報

告
件

数
は

４
件

（
村

山
保

健
所

管
内

：
３

山
形

市
保

健
所

管
内

：
１

）
と

な
っ

て
お

り
、

目
標

を
達

成
し

て
い

る
。

（
Ｒ

４
.1

2
月

末
現

在
）

　
県

は
、

医
療

機
関

や
市

町
村

と
連

携
し

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

か
か

る
自

宅
療

養
者

へ
の

健
康

観
察

と
有

症
状

時
の

相
談

、
急

変
時

の
速

や
か

な
受

診
な

ど
、

安
心

し
て

療
養

で
き

る
た

め
の

体
制

整
備

を
進

め
て

い
き

ま
す

。

　
県

は
、

高
齢

者
福

祉
施

設
や

保
育

施
設

等
を

対
象

と
し

た
感

染
症

予
防

研
修

会
を

実
施

し
ま

す
。

　
自

宅
療

養
者

が
、

有
症

状
時

に
相

談
で

き
る

体
制

と
し

て
、

電
話

診
療

の
推

進
を

図
っ

た
。

　
令

和
３

年
度

；
4
3
2
件

、
令

和
４

年
度

（
R

4
.4

.1
～

9
.1

3
）
：
1
,8

3
3
件

　
（
件

数
は

村
山

保
健

所
管

内
分

の
み

）

　

　
県

は
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

の
新

興
・
再

興
感

染
症

の
発

生
に

備
え

た
想

定
訓

練
、

研
修

会
、

関
係

機
関

連
絡

調
整

会
議

等
を

実
施

し
ま

す
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
つ

い
て

は
、

管
内

保
健

師
統

括
者

会
議

を
活

用
し

、
研

修
会

や
情

報
提

供
、

協
力

依
頼

し
た

。
ま

た
、

併
せ

て
高

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
に

つ
い

て
の

対
応

に
つ

い
て

も
、

情
報

提
供

し
協

力
要

請
す

る
と

と
も

に
。

現
場

統
括

班
等

の
演

習
を

関
係

課
と

共
同

で
実

施
し

た
。

　
　

管
内

保
健

師
統

括
者

会
議

　
　

第
１

回
　

令
和

４
年

　
６

月
１

４
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
第

２
回

　
令

和
４

年
１

２
月

１
４

日
　

　
高

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

本
部

現
地

対
策

村
山

支
部

・
現

場
統

括
班

等
の

演
習

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
 第

１
回

　
令

和
４

年
１

０
月

１
９

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

第
２

回
　

令
和

４
年

１
２

月
　

１
日

●
村

山
地

域
の

老
人

福
祉

施
設

や
精

神
科

病
院

等
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
す

る
医

療
提

供
体

制
の

充
実

・
強

化
を

図
る

こ
と

を
目

的
に

、
「
村

山
地

域
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

」
を

設
置

し
、

各
地

区
医

師
会

の
担

当
医

師
や

重
点

医
療

機
関

の
医

師
等

を
対

象
と

し
た

事
例

・
症

例
検

討
会

を
開

催
し

た
。

　
・
第

１
回

：
令

和
4
年

9
月

2
0
日

、
第

2
回

：
1
1
月

3
0
日

、
第

3
回

：
令

和
5
年

1
月

1
7
日

、
第

4
回

：
令

和
5
年

3
月

中
旬

開
催

予
定

評
価

目
標

高
齢

者
福

祉
施

設
等

を
対

象
に

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

焦
点

を
当

て
た

感
染

症
予

防
に

関
す

る
研

修
会

を
実

施
し

た
。

　
高

齢
者

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
感

染
症

対
策

研
修

会
　

　
　

内
 　

　
 容

：
①

講
話

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
発

生
か

ら
考

え
る

B
C

P
」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ②

情
報

提
供

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
「
施

設
内

感
染

対
策

の
ポ

イ
ン

ト
に

つ
い

て
」

　
　

  
開

催
状

況
：
令

和
５

年
２

月
１

７
日

（
金

）
（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
　

　
　

参
集

機
関

：
村

山
保

健
所

管
内

の
高

齢
者

福
祉

施
設

等
の

職
員

（
参

加
申

し
込

み
：
7
6
施

設
）

２
　

地
域

の
特

徴
的

な
疾

病
対

策
（
４

）
そ

の
他

（
感

染
症

対
策

）

　
感

染
性

胃
腸

炎
集

団
発

生
報

告
件

数
を

令
和

４
年

度
は

１
２

件
以

下
と

な
る

よ
う

、
啓

発
を

行
い

ま
す

。

主
な

施
策

 
 

項
 

目
 

現
 
状

 
目

 
 
標

 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
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0
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0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
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胃
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集
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報
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数
 

1
3
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2
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）
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R
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項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

及
び

関
係

機
関

は
、

訪
問

診
療

・
訪

問
歯

科
診

療
・
訪

問
看

護
・
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
等

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

の
研

修
会

等
の

開
催

に
よ

り
、

医
療

・
介

護
等

の
関

係
者

の
在

宅
医

療
に

対
す

る
理

解
を

促
進

し
、

在
宅

医
療

に
取

り
組

む
関

係
者

の
増

加
・
充

実
を

図
り

ま
す

。

村
山

地
域

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

協
議

会
を

開
催

し
、

べ
に

ば
な

ネ
ッ

ト
利

用
職

種
拡

大
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

開
催

日
：
令

和
５

年
３

月
６

日
参

加
者

：
郡

市
地

区
医

師
会

、
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

情
報

開
示

病
院

、
県

関
係

機
関

等

在
宅

療
養

推
進

地
域

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

開
催

　
・
令

和
元

年
度

～
令

和
４

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
事

業
実

施
見

合
わ

せ
。

　
訪

問
診

療
の

実
施

件
数

を
令

和
２

年
度

は
月

平
均

３
，

６
６

３
件

以
上

と
な

る
よ

う
各

種
施

策
に

取
り

組
み

ま
す

。

　
県

は
、

医
療

・
介

護
等

の
関

係
者

に
対

す
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
（
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

ケ
ア

）
の

理
解

や
知

識
の

向
上

を
目

的
と

し
た

研
修

会
等

の
開

催
及

び
『
看

取
り

に
関

す
る

手
引

き
』
の

配
布

等
に

よ
り

、
在

宅
及

び
介

護
施

設
等

に
お

け
る

看
取

り
体

制
の

充
実

に
取

り
組

み
ま

す
。

　
県

は
、

病
院

か
ら

退
院

後
に

切
れ

目
な

く
医

療
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

等
の

必
要

な
支

援
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

入
院

時
か

ら
、

退
院

時
に

お
け

る
病

院
と

介
護

支
援

専
門

員
等

の
入

退
院

支
援

の
基

本
的

な
約

束
ご

と
明

確
化

し
た

『
村

山
地

域
入

退
院

支
援

の
手

引
き

』
(平

成
3
0
年

度
作

成
)の

運
用

促
進

に
取

り
組

み
ま

す
。

　
在

宅
療

養
の

推
進

を
図

る
た

め
、

平
成

３
０

年
度

に
村

山
地

域
「
入

退
院

調
整

ル
ー

ル
」
の

統
一

に
向

け
た

検
討

を
行

っ
た

。
平

成
３

１
年

３
月

に
「
村

山
地

域
入

退
院

支
援

の
手

引
き

」
を

策
定

し
、

４
月

か
ら

運
用

を
開

始
。

令
和

元
年

度
か

ら
、

手
引

き
の

普
及

と
運

用
拡

大
を

目
指

し
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

る
。

１
 令

和
元

年
度

（
１

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
（
７

月
）

（
２

）
村

山
地

域
「
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
に

係
る

医
療

・
介

護
合

同
会

議
」
の

開
催

（
９

月
、

２
月

）
（
３

）
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

　
在

宅
医

療
専

門
部

会
の

書
面

協
議

開
催

（
３

月
）

（
４

）
入

退
院

調
整

ル
ー

ル
検

討
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

開
催

（
８

月
・
２

月
）

（
５

）
村

山
地

域
「
入

退
院

支
援

の
手

引
き

」
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

の
実

施
（
１

１
月

）
２

 令
和

２
年

度
（
１

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
（
８

月
）

（
２

）
入

退
院

調
整

ル
ー

ル
検

討
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

開
催

（
９

月
）

（
３

）
村

山
地

域
「
入

退
院

支
援

の
手

引
き

」
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

の
実

施
（
１

１
月

）
（
４

）
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

　
在

宅
医

療
専

門
部

会
の

書
面

協
議

の
開

催
（
１

１
月

）
※

令
和

２
年

度
の

村
山

地
域

「
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
係

る
医

療
・
介

護
合

同
会

議
」
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
中

止
。

３
 令

和
３

年
度

～
令

和
４

年
度

　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

に
よ

り
、

事
業

実
施

見
合

わ
せ

。

訪
問

診
療

の
実

施
件

数
(R

２
)：

４
,５

３
５

件
/
月

平
均

訪
問

診
療

を
実

施
す

る
診

療
所

・
病

院
数

(R
２

)：
１

０
３

　
　

　
　

　
※

医
療

施
設

調
査

(静
態

)　
調

査
周

期
：
３

年

訪
問

診
療

を
実

施
す

る
診

療
所

・
病

院
数

は
平

成
2
9
年

よ
り

６
件

減
少

し
て

い
る

が
、

訪
問

診
療

の
実

施
件

数
は

目
標

値
を

８
７

２
件

上
回

っ
た

。
今

後
も

推
移

を
注

視
し

つ
つ

、
引

き
続

き
各

種
施

策
に

取
り

組
ん

で
い

く
。

３
　

在
宅

医
療

の
推

進
（
１

）
在

宅
医

療
の

充
実

主
な

施
策

　
県

は
、

村
山

地
域

医
療

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
べ

に
ば

な
ネ

ッ
ト

）
を

活
用

し
た

円
滑

な
在

宅
医

療
へ

の
移

行
の

た
め

の
連

携
強

化
に

取
り

組
み

ま
す

。

評
価

目
標

  
山

形
県

在
宅

医
療

推
進

事
業

費
補

助
金

を
活

用
し

た
事

業
の

実
施

  
  

令
和

４
年

度
は

４
団

体
が

在
宅

医
療

推
進

に
向

け
た

取
組

み
を

実
施

　
【
団

体
内

訳
】

　
　

 令
和

２
年

度
：
４

団
体

（
山

形
県

看
護

協
会

、
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
、

北
村

山
地

区
歯

科
医

師
会

、
山

形
県

理
学

療
法

士
会

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
令

和
２

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
３

団
体

が
事

業
を

見
合

わ
せ

た
。

　
　

 令
和

３
年

度
：
４

団
体

（
山

形
県

看
護

協
会

、
山

形
県

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

連
絡

協
議

会
、

山
形

県
理

学
療

法
士

会
、

西
村

山
地

区
歯

科
医

師
会

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
令

和
３

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
３

団
体

が
事

業
を

見
合

わ
せ

た
。

　
　

 令
和

４
年

度
：
４

団
体

(北
村

山
地

区
医

師
会

、
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
、

山
形

県
看

護
協

会
、

山
形

県
理

学
療

法
士

会
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

令
和

４
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

２
団

体
が

事
業

を
見

合
わ

せ
た

。
　

　
　

　
・
（
北

村
山

地
区

医
師

会
）
地

域
住

民
、

医
療

関
係

者
等

を
対

象
に

、
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

在
宅

患
者

の
急

変
時

対
応

と
看

取
　

　
　

　
　

り
、

本
人

の
意

向
を

尊
重

し
た

救
急

医
療

等
に

つ
い

て
の

北
村

山
「
看

取
り

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

2
0
2
2
」
の

開
催

　
　

　
　

・
（
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
）
病

院
の

入
退

院
支

援
担

当
者

、
歯

科
医

師
等

を
対

象
に

、
退

院
後

の
歯

科
通

院
・
訪

問
診

療
等

に
つ

　
　

　
　

　
い

て
の

研
修

会
の

開
催

　
　

　
　

・
（
山

形
県

看
護

協
会

）
病

院
看

護
師

等
の

医
療

的
ケ

ア
児

支
援

に
取

り
組

む
関

係
者

を
対

象
に

、
在

宅
移

行
支

援
に

つ
い

て
の

小
児

　
　

　
　

　
在

宅
医

療
研

修
会

の
開

催
　

　
　

　
・
（
山

形
県

理
学

療
法

士
会

）
理

学
療

法
士

等
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

等
を

対
象

に
、

病
院

・
地

域
に

お
け

る
連

携
と

リ
ハ

ビ
リ

　
　

　
　

　
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
学

ぶ
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
研

修
会

の
開

催

項
 
目
 

現
 
状
 

目
 
 
標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

訪
問
診

療
の
実

施
件

数
 

（
訪
問

診
療
を

受
け

て

い
る
患

者
数
）

 

3
,
8
9
2
 

件
/
月
 

(
H
2
9
）
 

(
－

)
 

(
－

)
 

(
3
,
6
6
3
 

件
/
月

)
 

－
 

－
 

4
,
3
5
5
 

件
/
月
 

訪
問
診

療
を
実

施
す

る

診
療

所
・
病

院
数

 

1
0
9
 

(
H
2
9
)
 

(
－

)
 

(
－

)
 

(
－

)
 

－
 

－
 

1
0
9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

項
 
目
 

現
 
状
 

目
 
 
標
 

2
0
1
8
 

(
H
3
0
)
 

2
0
1
9
 

(
R
1
)
 

2
0
2
0
 

(
R
2
)
 

2
0
2
1
 

(
R
3
)
 

2
0
2
2
 

(
R
4
)
 

2
0
2
3
 

(
R
5
)
 

訪
問
診

療
の
実

施
件

数
 

（
訪
問

診
療
を

受
け

て

い
る
患

者
数
）

 

3
,
8
9
2
 

件
/
月
 

(
H
2
9
）
 

(
－

)
 

(
－

)
 

(
3
,
6
6
3
 

件
/
月

)
 

－
 

－
 

4
,
3
5
5
 

件
/
月
 

訪
問
診

療
を
実

施
す

る

診
療

所
・
病

院
数

 

1
0
9
 

(
H
2
9
)
 

(
－

)
 

(
－

)
 

(
－

)
 

－
 

－
 

1
0
9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１５



項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

　
県

は
、

多
様

化
す

る
難

病
患

者
や

医
療

的
ケ

ア
児

の
個

別
相

談
支

援
を

実
施

し
、

在
宅

療
養

生
活

の
支

援
に

取
り

組
み

ま
す

。
  

難
病

患
者

及
び

医
療

的
ケ

ア
児

（
小

児
慢

性
特

定
疾

病
児

童
）
個

別
支

援
の

実
施

（
１

）
訪

問
等

に
よ

る
相

談
支

援
　

　
　

訪
問

：
保

健
師

　
実

７
７

人
　

延
９

０
人

（
令

和
４

年
４

月
１

日
～

令
和

４
年

１
２

月
３

１
日

）
（
２

）
患

者
会

と
の

連
携

・
支

援
　

　
　

村
山

・
最

上
地

区
合

同
井

戸
端

会
議

（
日

本
A

L
S
協

会
山

形
支

部
及

び
日

本
A

L
S
協

会
山

形
支

部
の

共
催

）
に

参
加

及
び

助
言

　
県

は
、

難
病

患
者

や
医

療
的

ケ
ア

児
を

支
援

す
る

関
係

機
関

と
の

連
携

を
強

化
し

大
規

模
災

害
対

応
を

含
め

た
地

域
に

お
け

る
在

宅
療

養
支

援
体

制
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

　
　

県
及

び
関

係
機

関
は

、
医

療
・
介

護
等

関
係

者
及

び
住

民
等

を
対

象
と

し
た

講
演

会
等

普
及

啓
発

に
よ

り
、

在
宅

医
療

や
看

取
り

に
対

す
る

理
解

の
促

進
に

取
り

組
み

ま
す

。
併

せ
て

、
患

者
が

望
む

在
宅

医
療

や
看

取
り

な
ど

が
実

現
で

き
る

よ
う

、
「
人

生
会

議
」
の

考
え

方
に

つ
い

て
啓

発
し

て
い

き
ま

す
。

(※
) 

人
生

会
議

と
は

、
ア

ド
バ

ン
ス

・
ケ

ア
・
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
（
A

C
P

）
の

愛
称

で
す

。
将

来
の

変
化

に
備

え
、

人
生

観
や

価
値

観
、

希
望

に
沿

っ
て

、
ど

の
よ

う
な

医
療

や
ケ

ア
を

望
む

か
、

自
ら

考
え

、
家

族
や

医
療

・
ケ

ア
チ

ー
ム

等
と

、
繰

り
返

し
話

し
合

い
を

行
い

、
意

思
決

定
を

支
援

す
る

プ
ロ

セ
ス

の
こ

と
で

す
。

　
県

は
、

在
宅

医
療

関
係

者
に

よ
る

協
議

の
場

を
設

置
し

、
多

職
種

が
連

携
を

図
る

こ
と

に
よ

り
地

域
の

課
題

解
決

に
取

り
組

む
体

制
を

整
備

し
ま

す
。

３
　

在
宅

医
療

の
推

進
（
１

）
在

宅
医

療
の

充
実

主
な

施
策

　
県

は
、

保
健

・
医

療
・
福

祉
・
介

護
の

多
職

種
の

連
携

強
化

や
在

宅
医

療
に

取
り

組
む

人
材

の
育

成
等

を
目

指
し

た
地

域
の

自
主

的
な

活
動

に
対

す
る

支
援

を
行

い
、

在
宅

医
療

の
提

供
体

制
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

（
１

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
　

令
和

３
年

度
～

令
和

４
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

に
よ

り
、

事
業

実
施

見
合

わ
せ

。
（
２

）
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

　
在

宅
医

療
専

門
部

会
の

開
催

　
開

催
日

：
令

和
５

年
２

月
２

７
日

（
オ

ン
ラ

イ
ン

開
催

）
　

委
員

：
郡

市
地

区
医

師
会

等
の

関
係

団
体

、
市

町
等

山
形

県
在

宅
医

療
推

進
事

業
費

補
助

金
を

活
用

し
た

事
業

の
実

施
【
再

掲
】

  
  

令
和

４
年

度
は

４
団

体
が

在
宅

医
療

推
進

に
向

け
た

取
組

み
を

実
施

　
【
団

体
内

訳
】

　
　

 令
和

２
年

度
：
４

団
体

（
山

形
県

看
護

協
会

、
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
、

北
村

山
地

区
歯

科
医

師
会

、
山

形
県

理
学

療
法

士
会

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
令

和
２

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
３

団
体

が
事

業
を

見
合

わ
せ

た
。

　
　

 令
和

３
年

度
：
４

団
体

（
山

形
県

看
護

協
会

、
山

形
県

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

連
絡

協
議

会
、

山
形

県
理

学
療

法
士

会
、

西
村

山
地

区
歯

科
医

師
会

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
令

和
３

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
３

団
体

が
事

業
を

見
合

わ
せ

た
。

　
　

 令
和

４
年

度
：
４

団
体

(北
村

山
地

区
医

師
会

、
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
、

山
形

県
看

護
協

会
、

山
形

県
理

学
療

法
士

会
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

令
和

４
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

２
団

体
が

事
業

を
見

合
わ

せ
た

。
　

　
　

　
・
（
北

村
山

地
区

医
師

会
）
地

域
住

民
、

医
療

関
係

者
等

を
対

象
に

、
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

在
宅

患
者

の
急

変
時

対
応

と
看

取
　

　
　

　
　

り
、

本
人

の
意

向
を

尊
重

し
た

救
急

医
療

等
に

つ
い

て
の

北
村

山
「
看

取
り

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

2
0
2
2
」
の

開
催

　
　

　
　

・
（
西

村
山

地
区

歯
科

医
師

会
）
病

院
の

入
退

院
支

援
担

当
者

、
歯

科
医

師
等

を
対

象
に

、
退

院
後

の
歯

科
通

院
・
訪

問
診

療
等

に
つ

　
　

　
　

　
い

て
の

研
修

会
の

開
催

　
　

　
　

・
（
山

形
県

看
護

協
会

）
病

院
看

護
師

等
の

医
療

的
ケ

ア
児

支
援

に
取

り
組

む
関

係
者

を
対

象
に

、
在

宅
移

行
支

援
に

つ
い

て
の

小
児

　
　

　
　

　
在

宅
医

療
研

修
会

の
開

催
　

　
　

　
・
（
山

形
県

理
学

療
法

士
会

）
理

学
療

法
士

等
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
職

等
を

対
象

に
、

病
院

・
地

域
に

お
け

る
連

携
と

リ
ハ

ビ
リ

　
　

　
　

　
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
学

ぶ
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
研

修
会

の
開

催

在
宅

療
養

推
進

地
域

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

開
催

【
再

掲
】

　
・
令

和
元

年
度

～
令

和
４

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
事

業
実

施
見

合
わ

せ
。

　
在

宅
療

養
人

工
呼

吸
器

装
着

者
の

災
害

時
支

援
体

制
の

充
実

（
令

和
４

年
１

２
月

３
１

日
現

在
）

（
１

）
個

別
支

援
ツ

ー
ル

の
活

用
　

　
保

健
師

に
よ

る
家

庭
訪

問
時

に
配

布
。

災
害

発
生

時
の

対
応

を
確

認
し

、
か

か
り

つ
け

医
等

関
係

機
関

と
情

報
を

共
有

　
　

個
別

支
援

ツ
ー

ル
利

用
者

１
５

人
　

う
ち

在
宅

療
養

人
工

呼
吸

器
装

着
者

（
気

管
切

開
）
１

３
人

（
２

）
災

害
時

要
安

否
確

認
者

へ
の

対
応

　
　

災
害

発
生

時
の

速
や

か
な

安
否

確
認

体
制

の
整

備
　

　
市

町
の

避
難

行
動

要
支

援
者

対
策

へ
の

反
映

に
向

け
た

、
難

病
患

者
の

状
況

等
に

つ
い

て
の

情
報

の
共

有
　

　
在

宅
療

養
人

工
呼

吸
器

装
着

者
の

状
況

に
よ

り
、

関
係

機
関

と
連

携
し

た
災

害
時

個
別

避
難

計
画

の
策

定
ま

た
は

更
新

　
　

　
難

病
患

者
　

１
人

　
　

医
療

的
ケ

ア
者

　
　

１
人

１６



項
　

　
 目

実
　

　
　

　
施

　
　

　
　

状
　

　
　

　
況

計
画

目
標

・
主

な
施

策

主
な

施
策

　
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
【
再

掲
】

　
令

和
３

年
度

～
令

和
４

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
事

業
実

施
見

合
わ

せ
。

　
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
【
再

掲
】

　
令

和
３

年
度

～
令

和
４

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
事

業
実

施
見

合
わ

せ
。

　
県

は
、

連
携

拠
点

の
職

員
の

資
質

向
上

・
情

報
共

有
に

向
け

た
研

修
会

等
を

開
催

し
、

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
拠

点
の

機
能

強
化

を
図

り
ま

す
。

　
県

は
、

在
宅

医
療

・
介

護
連

携
拠

点
及

び
市

町
と

の
情

報
共

有
・
連

携
を

図
り

、
先

進
事

例
の

提
供

や
意

見
交

換
会

の
開

催
を

通
し

て
、

市
町

の
取

組
を

支
援

し
て

い
き

ま
す

。
（
２

）
介

護
と

の
連

携

　
県

は
、

広
域

的
な

退
院

調
整

ル
ー

ル
（
「
村

山
地

域
入

退
院

支
援

の
手

引
き

」
）
の

運
用

を
推

進
し

、
地

域
の

医
療

・
介

護
関

係
者

間
の

情
報

共
有

・
連

携
を

支
援

し
て

い
き

ま
す

。
（
１

）
在

宅
医

療
・
介

護
連

携
に

関
す

る
情

報
交

換
会

の
開

催
【
再

掲
】

　
令

和
３

年
度

～
令

和
４

年
度

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に

よ
り

、
事

業
実

施
見

合
わ

せ
。

（
２

）
村

山
地

域
保

健
医

療
協

議
会

　
在

宅
医

療
専

門
部

会
　

入
退

院
調

整
ル

ー
ル

検
討

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
開

催
【
再

掲
】

令
和

３
年

度
～

令
和

４
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

に
よ

り
、

事
業

実
施

見
合

わ
せ

。
（
３

）
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
た

情
報

提
供

の
実

施
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医 政 第 9 1 4 号  

令和４年 10月 17日  

 

令和４年度病床機能報告 

  対象医療機関 管理者 殿 

 

山形県健康福祉部長    

 

 

「地域医療構想の推進に関する意向調査」の実施について（依頼） 

 

 本県の医療行政の推進にあたりましては、日ごろより御理解、御協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 さて、令和４年３月 24 日付厚生労働省医政局長通知「地域医療構想の進め方について」

（医政発 0324 第６号）により、令和４年度及び令和５年度において、民間医療機関も含め

た各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこととされました。 

 当該対応方針は、地域医療構想調整会議において合意を得て策定することとされており、

そのためには、現時点における各医療機関の具体的な意向について把握・共有する必要があ

ります。 

 つきましては、下記によりアンケート調査を実施いたしますので、コロナ対応等が続くお

忙しいところ、本調査を含め、同時期に複数の調査を依頼することとなり誠に恐縮ですが、

趣旨について御理解いただき、御協力くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、民間医療機関等（公立病院以外）につきましては、本調査への回答をもって対応方

針を御提出いただいたものとみなします。また、各医療機関からの回答を取りまとめ、今後、

各地域の地域医療構想調整会議で協議を行う予定です。 

 

記 

１ 調査対象 

令和４年度病床機能報告対象医療機関（一般・療養病床を有する全ての医療機関） 

 

２ 回答方法 

別添エクセル形式の調査票に記入のうえ、下記担当あてＥメールにて送付ください。 

 

３ 回答期限 

  令和４年 11月 11日（金） 

 

４ その他 

公立病院につきましては、「公立病院経営強化プラン」を対応方針として策定することと

されておりますが、調整会議における協議に活用したいので、本調査にも御協力願います。 

 

（担当） 

 山形県健康福祉部医療政策課 

  医務企画担当 佐藤 

   電話：023-630-2543 

   E-mail: satokazuhir@pref.yamagata.jp 
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※ 内を記載（又は選択）してください。

問１．基本情報について　※担当者に関する情報は公開しません。

問２．病床機能ごとの病床数について（一般病床・療養病床）

（１）令和４年度（2022年度）の病床機能報告の報告（予定）内容を記載してください。

（２）令和４年度（2022年度）の病床機能報告の報告（予定）内容を踏まえ、
令和７年度（2025年度）時点及び９年度（2027年度）時点の病床機能（見込み）を記載してください。

0Ｒ９年度

廃止又は介護
施設等へ移行 合計

Ｒ７年度 0

年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟

0

非稼働病床数 0 0 0 0 0 0 0

最大使用病床数

Ｒ４年度 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
（再開予定）

休棟中
（廃止予定）

合計

許可病床数 0

病床機能報告における
病床・外来管理番号
（旧：医療機関ID）

担当者

所属部署

役職

氏名

電話番号

メールアドレス

構想区域名

市町村名

医療機関名

　　地域医療構想の推進に関する意向調査
　　令和４年度（2022年度）　調査票

本調査の回答内容につきましては、取りまとめの上、医療機関名も含めて、地域医療構想調整会
議で共有させていただくとともに、ホームページで公開させていただく予定ですので、予めご了承く
ださい。

提出年月日

資料5-2-1
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問３．病床が全て稼働していない病棟（いわゆる「非稼働病棟」）について

（１）非稼働病棟の有無について記載してください。（該当する方に「○」をつけてください。）

非稼働病棟はない。　→問４へ

非稼働病棟を有する。　→（２）について記載してください。

1

2

3

問４．地域において自院が担うべき役割について

⑤　特定の診療に特化した機能を担う（産婦人科、精神科、眼科等）

⑥　かかりつけ医としての役割や、在宅医療における中心的な役割を担う

③　急性期経過後の在宅復帰やリハビリテーション等を担う

④　長期療養が必要な患者（重度障害を含む）の受入を担う

①　重症患者の救急受入や、高度・専門的な手術・治療等を担う

②　軽症・中等症患者の救急受入・入院医療、在宅患者の後方支援機能等を担う

（１）自らの医療機関が地域（構想区域）で担うこととしている役割について、他の医療機関との連携
や役割分担を考慮しつつ、該当するものを選択してください。（複数選択可）
※令和４年の現状と、令和９年（2027年）を見据えた役割についてそれぞれ記載してください。
※複数の役割を担っている場合は、特に注力する役割１つに「◎」を、それ以外に「○」をつけてくださ
い。

現状 将来
地域で担うこととしている役割

Ｒ４年 Ｒ９年

（２）非稼働病棟を有する場合、当該病棟の病床機能、病床数、病棟を稼働していない理由、及び今
後の当該病棟の運用見通しに関する計画について、病棟ごとに記載してください。

当該病棟の
病床機能

当該病棟
の病床数

稼働していない理由 今後の運用見通し

病床が全て稼働していない病棟※の有無と、有する場合は、その理由及び今後の見込みについ
て記載してください。

※病床が全て稼働していない病棟とは、許可病床のうち、令和２年（2020年）4月1日～令和３年
（2021年）3月31日の過去１年間に、一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成される病
棟とします。以下では「非稼働病棟」と称します。有床診療所は全病床が稼働していない場合が
該当します。

２４



（２）問４（１）で選択した役割について、具体的な内容や、補足事項を記載してください。

問５．令和９年（2027年）に自院が持つべき診療機能（５疾病６事業、在宅医療）について

※「その他」を選択した場合は、具体的な内容を右欄に記載してください。

調査は以上です。ご協力ありがとうございました。

在宅医療 退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り

その他
具体的に：

へき地 保健指導・へき地診療、へき地診療の支援医療

感染症 新興感染症等の感染拡大時における医療

救急
救命医療、入院救急医療、初期救急医療、救命期後
医療

災害 災害拠点病院、災害拠点精神科病院

小児 一般小児医療、地域小児医療センター、小児中核病院

周産期 
一次周産期医療、各地区拠点病院、高度周産期医
療、療養・療育支援

糖尿病
初期・安定期治療、専門治療、急性増悪時治療、慢性
合併症治療

精神疾患 統合失調症、認知症、精神科救急、身体合併症　等

心血管疾患 （急性期） 救急医療（来院直後の専門的治療開始　等）

心血管疾患 （回復期、再発予防）
身体機能を回復させる心血管疾患リハビリテーション、
再発予防

脳卒中 （急性期） 救急医療（来院直後の専門的治療開始　等）

脳卒中 （回復期、維持期）
身体機能を回復させるリハビリテーション、日常生活へ
の復帰及び維持のためのリハビリテーション

がん （治療）
手術療法・放射線療法・薬物療法及びそれらを組み合
わせた集学的治療の実施、精密検査　等

がん （療養支援）
治療と療養の両立支援、相談支援・情報提供、在宅療
養支援　等

令和９年（2027年）を見据え、自らの医療機関が地域（構想区域）で担うこととしている診療機能を
選択してください。（複数選択可。）
※複数選択した場合、特に注力するものに◎を、それ以外に○をつけてください。

将来
自院が持つべき診療機能 備考（診療機能の例）

Ｒ９年
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医
療

機
関

ご
と
の

具
体

的
対

応
方

針
に
つ
い
て

（
「
地

域
医

療
構

想
の

推
進

に
関

す
る
意

向
調

査
」
令

和
４
年

度
調

査
結

果
よ
り
）

（
令
和
５
年
２
月
2
8
日
現
在
）

現
状

具
体
的
対
応
方
針

令
和
４
年
（
2
0
2
2
年
）
の
機
能
別
の
病
床
数

令
和
７
年
（
2
0
2
5
年
）
の
機
能
別
の
病
床
数

令
和
９
年
（
2
0
2
7
年
）
の
機
能
別
の
病
床
数

将
来
（
令
和
９
年
）
を
見
据
え
た
地
域
に
お
い
て
自
院
が
担
う
べ
き
役
割

将
来
（
令
和
９
年
に
）
自
院
が
持
つ
べ
き
診
療
機
能

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟 中

合 計

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟

廃 止 又 は 介 護 施 設 等 へ 移 行

合 計

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟

廃 止 又 は 介 護 施 設 等 へ 移 行

合 計

① 重 症 救 急 、 高 度 ・ 専 門 手 術 等

② 軽 症 等 救 急 、 在 宅 後 方 支 援 等

③ 急 性 期 経 過 後 の リ ハ ビ リ 等

④ 長 期 療 養 （ 重 度 障 害 ） 等

⑤ 特 定 の 診 療 に 特 化 　 等

⑥ か か り つ け 医 、 在 宅 医 療 等

補 足 事 項

が ん （ 治 療 ）

が ん （ 療 養 支 援 ）

脳 卒 中 （ 急 性 期 ）

脳 卒 中 （ 回 復 期 、 維 持 期 ）

心 血 管 疾 患 （ 急 性 期 ）

心 血 管 疾 患 （ 回 復 期 、 予 防 ）

糖 尿 病

精 神 疾 患

小 児 医 療

周 産 期 医 療

救 急 医 療

災 害 時 に お け る 医 療

へ き 地 医 療

感 染 症 （ 新 興 感 染 症 対 応 ）

在 宅 医 療

そ の 他

具 体 的 な 内 容

1
病

院
山

形
徳

洲
会

病
院

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
病

院
医

療
法

人
篠

田
好

生
会

篠
田

総
合

病
院

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
病

院
国

立
大

学
法

人
山

形
大

学
医

学
部

附
属

病
院

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
村

山
地

域
病

院
公

立
学

校
共

済
組

合
東

北
中

央
病

院
0

1
6
0

9
2

0
0

2
5
2

0
1
6
0

9
2

0
0

0
2
5
2

0
1
6
0

9
2

0
0

0
2
5
2

◎
○

○
⑤

に
つ

い
て

は
、

整
形

外
科

（
脊

椎
脊

髄
外

科
分

野
）
の

診
療

○
○

○
○

○
○

◎
整

形
外

科
（
脊

椎
脊

髄
外

科
分

野
）

5
村

山
地

域
病

院
井

出
眼

科
病

院
0

0
2
6

0
0

2
6

0
0

2
6

0
0

0
2
6

0
0

2
6

0
0

0
2
6

○
眼

科
疾

患
の

中
で

も
手

術
で

し
か

治
療

で
き

な
い

高
度

な
医

療
の

提
供

を
行

っ
て

お
り

、
入

院
が

必
須

で
あ

る
。

○
法

人
と

し
て

最
上

地
方

に
新

庄
い

で
眼

科
を

有
し

、
最

上
地

方
の

へ
き

地
を

含
め

た
眼

科
医

療
を

支
え

て
い

る
。

6
病

院
医

療
法

人
社

団
小

白
川

至
誠

堂
病

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
村

山
地

域
病

院
○

山
形

市
立

病
院

済
生

館
1
5

5
1
3

0
0

0
5
2
8

1
5

5
1
3

0
0

0
0

5
2
8

1
5

5
1
3

0
0

0
0

5
2
8

◎
◎

◎
◎

◎
○

○
◎

◎
○

◎
○

○
◎

○

8
村

山
地

域
病

院
医

療
法

人
横

山
厚

生
会

　
横

山
病

院
0

3
0

0
0

0
3
0

0
3
0

0
0

0
0

3
0

0
3
0

0
0

0
0

3
0

○

産
婦

人
科

単
科

の
病

院
と

し
て

、
妊

婦
健

診
か

ら
分

娩
、

産
褥

ま
で

を
継

続
し

て
み

て
い

く
。

分
娩

に
関

し
て

は
、

ハ
イ

リ
ス

ク
妊

娠
・
分

娩
は

総
合

病
院

と
連

携
を

図
り

、
育

児
等

に
関

し
て

は
地

域
の

保
健

師
と

連
携

し
て

い
く

○

9
村

山
地

域
病

院
済

生
会

山
形

済
生

病
院

1
2

3
6
1

1
0
0

0
0

4
7
3

1
2

3
4
7

1
0
0

0
0

0
4
5
9

1
2

3
4
7

1
0
0

0
0

0
4
5
9

○
○

○
◎

⑤
は

整
形

外
科

（
人

工
関

節
）
、

周
産

期
医

療
を

念
頭

に
し

た
も

の
で

す
。

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

◎
整

形
外

科
（
人

工
関

節
）
、

周
産

期
医

療

1
0

村
山

地
域

病
院

医
療

法
人

社
団

松
柏

会
至

誠
堂

総
合

病
院

0
5
0

1
2
0

6
0

0
2
3
0

0
5
0

1
2
0

6
0

0
0

2
3
0

0
5
0

1
2
0

6
0

0
0

2
3
0

○
◎

○
○

軽
症

・
中

等
症

の
救

急
受

入
れ

や
医

師
体

制
の

整
う

分
野

で
の

手
術

を
行

な
う

急
性

期
分

野
と

リ
ハ

ビ
リ

、
長

期
療

養
を

継
続

し
た

り
、

在
宅

に
繋

げ
る

退
院

支
援

に
引

き
続

き
力

を
入

れ
た

い
。

在
宅

療
養

を
可

能
に

す
る

体
制

の
充

実
が

課
題

。
地

域
の

高
齢

者
・
住

民
が

か
か

り
や

す
い

病
院

と
し

て
、

他
の

医
療

機
関

や
福

祉
施

設
に

繋
げ

る
ハ

ブ
機

能
も

磨
い

て
い

き
た

い
。

(案
)

○
◎

○
○

○

1
1

村
山

地
域

病
院

矢
吹

病
院

0
4
0

0
0

0
4
0

0
0

2
0

2
0

0
0

4
0

0
0

2
0

2
0

0
0

4
0

◎
透

析
を

重
点

に
診

療
を

し
て

お
り

、
多

様
性

に
対

応
す

る
こ

と
が

難
し

い
。

○
◎

1
2

村
山

地
域

病
院

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

山
形

病
院

0
0

0
3
0
0

0
3
0
0

0
0

0
3
0
0

0
0

3
0
0

0
0

0
3
0
0

0
0

3
0
0

○
◎

県
内

の
他

病
院

に
は

な
い

専
門

的
な

医
療

を
展

開
し

て
お

り
、

神
経

難
病

に
あ

っ
て

は
山

形
県

よ
り

難
病

診
療

分
野

別
拠

点
病

院
の

指
定

を
受

け
、

村
山

医
療

圏
の

み
な

ら
ず

県
内

か
ら

広
く
患

者
を

受
入

れ
診

断
か

ら
慢

性
期

医
療

ま
で

を
一

貫
し

て
行

っ
て

い
る

。
ま

た
、

て
ん

か
ん

セ
ン

タ
ー

は
東

北
各

地
か

ら
紹

介
を

受
け

薬
物

治
療

等
専

門
的

な
医

療
を

行
っ

て
い

る
。

さ
ら

に
重

症
心

身
障

が
い

児
（
者

）
に

対
し

て
は

、
米

沢
病

院
、

山
形

県
立

こ
ど

も
医

療
療

育
セ

ン
タ

ー
と

医
療

・
療

育
の

連
携

を
図

っ
て

い
る

。
そ

の
他

、
山

形
県

か
ら

の
委

託
事

業
で

あ
る

高
次

脳
機

能
障

が
い

者
支

援
セ

ン
タ

ー
で

は
障

が
い

者
の

社
会

復
帰

の
支

援
を

行
い

、
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

で
は

、
認

知
症

に
関

す
る

相
談

事
業

（
患

者
、

家
族

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
、

か
か

り
つ

け
医

含
む

）
、

専
門

的
な

診
断

、
急

性
期

へ
の

対
応

は
地

域
医

療
機

関
と

連
携

し
対

応
し

て
い

る
。

○

1
3

村
山

地
域

病
院

○
山

形
県

立
中

央
病

院
6
7

5
1
2

3
0

0
0

6
0
9

6
7

5
1
2

3
0

0
0

0
6
0
9

6
7

5
1
2

3
0

0
0

0
6
0
9

◎

３
次

救
急

医
療

に
対

応
す

る
救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
て

い
る

。
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
基

地
病

院
で

あ
る

。
母

体
・
胎

児
・
新

生
児

の
集

中
治

療
管

理
を

行
う

総
合

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
て

い
る

。
都

道
府

県
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
の

指
定

を
受

け
て

い
る

。

◎
○

◎
◎

○
○

◎
◎

◎
○

◎

1
4

村
山

地
域

病
院

○
寒

河
江

市
立

病
院

0
5
6

3
3

9
0

9
8

0
5
6

3
3

9
0

0
9
8

0
5
6

3
3

9
0

0
9
8

◎
○

○
適

時
、

回
復

期
病

床
を

拡
大

し
て

い
る

現
状

で
あ

り
、

退
院

後
の

フ
ォ

ロ
ー

や
今

後
の

医
療

ニ
ー

ズ
に

合
わ

せ
た

在
宅

医
療

の
提

供
と

支
援

を
進

め
て

い
く
。

○
○

◎
◎

○
○

○
高

齢
者

の
骨

折
等

と
機

能
回

復
の

た
め

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

1
5

村
山

地
域

病
院

社
会

医
療

法
人

み
ゆ

き
会

 み
ゆ

き
会

病
院

0
4
8

9
1

4
4

0
1
8
3

0
4
8

9
1

4
4

0
0

1
8
3

0
4
8

9
1

4
4

0
0

1
8
3

○
○

○
○

○
地

域
医

療
を

包
括

的
に

カ
バ

ー
す

る
と

共
に

、
脊

椎
外

科
お

よ
び

ス
ポ

ー
ツ

整
形

外
科

の
ハ

イ
ボ

リ
ュ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

と
し

て
機

能
す

る
。

○
○

○
○

○
○

○

1
6

村
山

地
域

病
院

山
形

県
立

こ
ど

も
医

療
療

育
セ

ン
タ

ー
0

0
0

6
0

0
6
0

0
0

0
6
0

0
0

6
0

0
0

0
6
0

0
0

6
0

○
・
小

児
整

形
、

発
達

障
が

い
へ

の
対

応
・
療

育
、

障
が

い
児

、
発

達
促

進
を

目
的

と
し

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

・
医

療
的

ケ
ア

児
へ

の
診

療
及

び
支

援
○

◎
○

・
手

術
後

の
小

児
へ

の
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

・
医

療
的

ケ
ア

児
の

短
期

入
所

事
業

・
重

度
障

が
い

児
を

対
象

と
し

た
歯

科
診

療

1
7

病
院

吉
岡

病
院

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

村
山

地
域

病
院

○
天

童
市

民
病

院
0

0
5
4

3
0

0
8
4

0
0

5
4

3
0

0
0

8
4

0
0

5
4

3
0

0
0

8
4

○
◎

○
高

度
急

性
期

又
は

急
性

期
の

基
幹

病
院

の
後

方
支

援
病

院
と

し
て

、
地

域
包

括
ケ

ア
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

○
○

◎

1
9

病
院

医
療

法
人

篠
田

好
生

会
天

童
温

泉
篠

田
病

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
0

病
院

医
療

法
人

社
団

明
山

会
 山

形
ロ

イ
ヤ

ル
病

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
1

村
山

地
域

病
院

○
北

村
山

公
立

病
院

0
2
2
2

4
8

0
3
0

3
0
0

0
2
2
2

4
8

0
3
0

0
3
0
0

0
2
2
2

4
8

0
3
0

0
3
0
0

◎
○

北
村

山
地

域
唯

一
の

急
性

期
病

院
、

救
急

告
示

病
院

と
し

て
の

役
割

を
果

た
す

と
と

も
に

、
回

復
期

医
療

も
担

っ
て

い
く

○
○

○
○

○
○

○
○

◎
○

○

2
2

村
山

地
域

病
院

医
療

法
人

敬
愛

会
　

尾
花

沢
病

院
0

0
0

2
6

0
2
6

0
0

0
2
6

0
0

2
6

0
0

0
2
6

0
0

2
6

○
○

○
◎

○
が

ん
末

期
や

高
齢

者
の

う
つ

病
や

難
治

性
疾

患
等

へ
の

対
応

と
し

て
現

在
の

病
床

数
は

必
要

不
可

欠
と

考
え

る
○

○
○

○
◎

○

2
3

村
山

地
域

病
院

○
山

形
県

立
河

北
病

院
0

6
0

7
0

0
0

1
3
0

0
6
0

7
0

0
0

0
1
3
0

0
6
0

7
0

0
0

0
1
3
0

◎
◎

地
域

の
H

u
b病

院
と

し
て

の
機

能
強

化
に

向
け

、
高

度
急

性
期

病
院

や
医

療
機

関
、

介
護

・
福

祉
施

設
や

近
隣

地
域

の
医

師
会

と
の

連
携

強
化

、
総

合
診

療
機

能
も

取
り

入
れ

た
救

急
医

療
か

ら
在

宅
医

療
ま

で
の

連
携

を
進

め
て

い
く
。

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
4

病
院

○
西

川
町

立
病

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
5

村
山

地
域

病
院

○
朝

日
町

立
病

院
0

0
5
0

0
0

5
0

0
0

2
8

0
0

0
2
8

0
0

2
8

0
0

0
2
8

◎
○

○
○

○
○

◎

医
療

機
関

名
地

域
（
構

想
区

域
）

病
診

区
分

整
理

番
号

公 立 病 院 経 営 強 化 プ ラ ン 策 定 対 象

資
料

5
-
2
-
2

２６



現
状

具
体

的
対

応
方

針

令
和

４
年

（
2
0
2
2
年

）
の

機
能

別
の

病
床

数
令

和
７

年
（
2
0
2
5
年

）
の

機
能

別
の

病
床

数
令

和
９

年
（
2
0
2
7
年

）
の

機
能

別
の

病
床

数
将

来
（
令

和
９

年
）
を

見
据

え
た

地
域

に
お

い
て

自
院

が
担

う
べ

き
役

割
将

来
（
令

和
９

年
に

）
自

院
が

持
つ

べ
き

診
療

機
能

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟 中

合 計

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟

廃 止 又 は 介 護 施 設 等 へ 移 行

合 計

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

休 棟

廃 止 又 は 介 護 施 設 等 へ 移 行

合 計

① 重 症 救 急 、 高 度 ・ 専 門 手 術 等

② 軽 症 等 救 急 、 在 宅 後 方 支 援 等

③ 急 性 期 経 過 後 の リ ハ ビ リ 等

④ 長 期 療 養 （ 重 度 障 害 ） 等

⑤ 特 定 の 診 療 に 特 化 　 等

⑥ か か り つ け 医 、 在 宅 医 療 等

補 足 事 項

が ん （ 治 療 ）

が ん （ 療 養 支 援 ）

脳 卒 中 （ 急 性 期 ）

脳 卒 中 （ 回 復 期 、 維 持 期 ）

心 血 管 疾 患 （ 急 性 期 ）

心 血 管 疾 患 （ 回 復 期 、 予 防 ）

糖 尿 病

精 神 疾 患

小 児 医 療

周 産 期 医 療

救 急 医 療

災 害 時 に お け る 医 療

へ き 地 医 療

感 染 症 （ 新 興 感 染 症 対 応 ）

在 宅 医 療

そ の 他

具 体 的 な 内 容

医
療

機
関

名
地

域
（
構

想
区

域
）

病
診

区
分

整
理

番
号

公 立 病 院 経 営 強 化 プ ラ ン 策 定 対 象

5
5

診
療

所
佐

藤
眼

科
医

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

5
6

診
療

所
医

療
法

人
社

団
三

圭
会

 川
越

医
院

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
7

診
療

所
つ

げ
医

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

5
8

村
山

地
域

診
療

所
長

岡
医

院
0

0
0

0
1

1
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
1

0
0

1
◎

5
9

村
山

地
域

診
療

所
山

田
菊

地
医

院
0

4
0

1
5

0
1
9

0
4

0
1
5

0
0

1
9

0
4

0
1
5

0
0

1
9

◎
○

各
科

領
域

で
手

を
尽

く
し

切
り

、
タ

ー
ミ

ナ
ル

に
向

か
う

。
高

齢
者

を
主

に
看

取
り

。
○

◎
◎

○
○

○
○

○
老

衰
等

の
在

宅

6
0

診
療

所
土

屋
眼

科
医

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6
1

診
療

所
医

療
法

人
社

団
羽

根
田

産
婦

人
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6
2

診
療

所
国

井
ク

リ
ニ

ッ
ク

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
3

診
療

所
高

野
せ

き
ね

外
科

・
眼

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
4

村
山

地
域

診
療

所
医

療
法

人
長

清
会

　
長

岡
医

院
0

0
9

0
0

9
0

0
0

7
0

0
7

0
0

0
7

0
0

7
○

◎
○

◎
透

析
医

療

6
5

診
療

所
佐

藤
眼

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
6

診
療

所
さ

と
う

ウ
ィ

メ
ン

ズ
ク

リ
ニ

ッ
ク

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
7

村
山

地
域

診
療

所
大

竹
内

科
呼

吸
器

科
医

院
0

2
0

0
0

2
0

2
0

0
0

0
2

0
2

0
0

0
0

2
○

睡
眠

時
無

呼
吸

症
候

群
の

精
密

検
査

を
行

う
数

少
な

い
医

療
機

関
の

１
つ

で
あ

る
。

○
睡

眠
時

無
呼

吸
症

候
群

の
精

密
検

査
と

治
療

6
8

村
山

地
域

診
療

所
医

療
法

人
さ

く
ら

会
菅

ク
リ

ニ
ッ

ク
0

1
4

0
0

0
1
4

0
1
4

0
0

0
0

1
4

0
1
4

0
0

0
0

1
4

◎
○

6
9

診
療

所
後

藤
眼

科
医

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
0

診
療

所
医

療
法

人
社

団
伍

光
会

北
村

山
在

宅
診

療
所

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
1

診
療

所
尾

花
沢

市
中

央
診

療
所

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
2

診
療

所
す

み
や

眼
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
3

診
療

所
白

田
医

院
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
4

診
療

所
吾

妻
ク

リ
ニ

ッ
ク

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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病
床

が
全

て
稼

働
し
て
い
な
い
病

棟
（
非

稼
働

病
棟

）
を
有

す
る
医

療
機

関
へ

の
対

応
に
つ
い
て

（
「
地

域
医

療
構

想
の

推
進

に
関

す
る
意

向
調

査
」
令

和
４
年

度
調

査
結

果
よ
り
）

（
令

和
５
年

２
月

2
8
日

現
在

）

整
理

番
号

地
域

病
診

区
分

医
療

機
関

名
当

該
病

棟
の

病
床

機
能

当
該

病
棟

の
病

床
数

稼
働

し
て
い
な
い
理

由
今

後
の

運
用

見
通

し
（
対

応
方

針
）

1
村

山
地

域
病

院
山

形
徳

洲
会

病
院

未
提

出

2
村

山
地

域
病

院
医

療
法

人
篠

田
好

生
会

篠
田

総
合

病
院

未
提

出

2
1
村

山
地

域
病

院
北

村
山

公
立

病
院

急
性

期
3
0
医

師
・
看

護
師

不
足

医
師

・
看

護
師

を
確

保
し
再

開
を
目

指
す

5
8
村

山
地

域
診

療
所

長
岡

医
院

休
棟

中
（
再

開
予

定
）

1
看

護
師

不
足

の
た
め

看
護

師
確

保
し
稼

働
予

定
。

※
「
未

提
出

」
は

、
意

向
調

査
は

未
提

出
だ
が

、
R
3
病

床
機

能
報

告
で
非

稼
働

病
棟

を
有

す
る
医

療
機

関
を
暫

定
的

に
掲

載
。

※
病

床
が

全
て
稼

働
し
て
い
な
い
病

棟
：
　
許

可
病

床
の

う
ち
、
令

和
２
年

（
2
0
2
0
年

）
4
月

1
日

～
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
3
月

3
1
日

の
過

去
１
年

間
に
、
一

度
も
入

院
患

者
を
収

容
し
な
か

っ
た
病

床
の

み
で
構

成
さ
れ

る
病

棟
。
有

床
診

療
所

は
全

病
床

が
稼

働
し
て
い
な
い
場

合
が

該
当

。

※
都

道
府

県
は

、
非

稼
働

病
棟

を
有

す
る
医

療
機

関
を
把

握
し
た
場

合
は

、
調

整
会

議
に
お
い
て
、
当

該
非

稼
働

病
棟

に
つ
い
て
の

具
体

的
対

応
方

針
（
①

病
棟

を
稼

働
し
て
い
な
い
理

由
、
②

当
該

病
棟

の
今

後
の

運
用

見
通

し
に
関

す
る
計

画
）
に
つ
い
て
協

議
し
合

意
す
る
必

要
。
（
「
地

域
医

療
構

想
の

進
め
方

に
つ
い
て
」
平

成
3
0
年

２
月

７
日

付
け
医

政
地

発
0
2
0
7
第

１
号

厚
生

労
働

省
医

政
局

地
域

医
療

計
画

課
長

通
知

よ
り
）

資
料

5
-
2
-
2
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公立病院経営強化プラン　策定検討状況

病院名 策定予定時期 取組状況

山形県立中央病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

山形市立病院済生館 令和５年度後半 ４年度に検討着手

天童市民病院 令和５年９月頃 ４年度に検討着手

山形県立河北病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

寒河江市立病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

朝日町立病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

西川町立病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

北村山公立病院 令和５年度後半 ４年度に検討着手

資料5-3-2
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西村山地域医療提供体制検討会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 西村山地域における新たな医療提供体制の構築に向けた検討を行う

ため、西村山地域医療提供体制検討会（以下、「検討会」という。）」を設置

する。 

 

（協議事項） 

第２条 検討会は、次の事項を協議するものとする。 

(1) 西村山地域の医療提供体制に係る現状と課題に関すること。 

(2) 西村山地域の新たな医療提供体制の構築に関すること。 

(3) その他必要な事項 

 

（構成） 

第３条 検討会は、別表に掲げる者により構成する。 

 

（座長） 

第４条 検討会に座長を置き、座長は山形県副知事が務めるものとする。 

２ 座長は検討会を招集する。 

３ 座長は、必要があるときは、構成員以外の出席を求め、その意見を聞くこ

とができる。 

 

（事務局） 

第５条 検討会の事務を処理するため、事務局を山形県健康福祉部医療政策

課内に置く。 

 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年８月12日から施行する。 

  

資料 5-4-1 
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別 表 

 

構 成 員 氏 名 

 山形県副知事 平 山 雅 之 

 寒河江市長 佐 藤 洋 樹 

 河北町長 森 谷 俊 雄 

 西川町長 菅 野 大 志 

 朝日町長 鈴 木 浩 幸 

 大江町長 松 田 清 隆 

 山形大学医学部長 上 野 義 之 

 地域医療構想アドバイザー 村 上 正 泰 
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資料 5-4-2 

西村山地域医療提供体制検討会 

におけるこれまでの意見等のまとめ 

 

１  8/24 開催 第１回検討会 
 
(1) 新たな医療提供体制の方向性について３案を提示 

案１ 県立河北病院と寒河江市立病院を統合して新病院を設置する。 

案２ 
寒河江市立病院を中心に入院機能を集約して新病院を設置する。 

(県立河北病院を無床診療所化) 

案３ 現在の医療提供体制を維持し各自治体が各々の病院を運営する。 

 
(2) 各市町の意見 

寒河江市 
寒河江市のこれまでの要望の趣旨を十分理解していただいてい

ると評価する。 

河 北 町 
県立河北病院の存続を前提として、これからの医療ニーズに応え

られる機能分担や連携を考えるべきである。 

西 川 町 
西川町立病院は継続して設置・運営するべきであると考えてい

る。 

朝 日 町 
朝日町立病院を継続して設置・運営していかなければならないと

考えている。 

大 江 町 
新法人に加入するかしないかは大江町にとって重要な点である

ので、検討を進めてもらいたい。 

 

２  11/2 開催 第２回検討会  
 
(1) 議論を先に進めるための提案として、県立河北病院と寒河江市立病院を

統合し新病院を設置する案を提示 
 
(2) 各市町の意見 

寒河江市 
新病院を設立する案に賛成する。新病院のあり方・体制・機能を

示すべき。第１回検討会の案１を採用した説明が必要である。 

河 北 町 
第１回検討会の案１に絞ることに反対である。救急や村山地域全

体の基幹病院との役割分担の視点等、丁寧に議論して欲しい。 

西 川 町 
町立病院を継続して設置運営したいが、財政的な面も含めて考え

たい。 

朝 日 町 
朝日町立病院を継続して設置・運営していかなければならないと

考えている。 

大 江 町 県から示されたたたき台の案を含め、今後議論したい。 
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３  2/13 開催 第３回検討会  
 
(1) 県から「県立河北病院と寒河江市立病院の統合を軸に今後検討する」と

の方針を説明 
 
(2) 各市町の意見 

寒河江市 
両病院を統合し、充実した機能を持ち、新たなニーズに応えられ

る 20～30 年と持続可能で実現可能な病院を整備すべきである。 

河 北 町 
両病院の統合を前提とした検討には反対であるが、継続した検討

やワーキンググループの設置については異論がない。 

西 川 町 
町立病院を維持することを前提に、新病院と今後どのような連携

ができるのか検討したい。 

朝 日 町 

町立病院を維持する考え方に変わりはない。今後、自治体によっ

て格差が生じないよう、住民が公平に医療サービスを受けられる

よう検討願いたい。 

大 江 町 

今回の検討会で、県は、病院の統合について固い決意を表明した

と理解する。新病院を整備するならば、県と西村山地域が一致団

結して対応すべき。 

今後の検討は、県の案に沿って進めてもらいたい。 
 

※河北町長より、今後、ワーキンググループで検討を進めるに当たり、前提として次の 

３つの考え方を共有したい旨の意向が示された。 

(1) 病院の赤字問題を解消するためだけに医療体制の縮小や合理化を進めるものではな

く、持続可能な医療提供体制を検討するものであること 

(2) 西村山地域の医療提供について、経営も含めて県が主体的に責任を持って対応する

こと 

(3) 病院同士の連携に、拡充された地方財政措置を活用できないか検討すること 
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西
村

山
地

域
に

お
け

る
医

療
提

供
体

制
の

現
状

と
課

題
 

※
第
１
回
検
討
会
資
料
 

現
 状

 と
 将

 来
 推

 計
 

医
 
療
 
提
 
供
 
体
 
制
 
の
 
状
 
況
 

 

１
 

病
院

の
概

況
 

 
 

 
 

病
 院

 名
 

朝
日

町
立

病
院

 
西

川
町

立
病

院
 

寒
河

江
市

立
病

院
 

山
形

県
立

河
北

病
院

 

建
 築

 年
 

昭
和

60
年

 
昭

和
52

年
 

昭
和

48
・平

成
２

年
 

昭
和

48
年
に
現
在
地
へ
移

転
。
平
成
２
年
に
増
改
築

 

昭
和

56
年

 

開
設

者
名

 
朝

日
町

 
西

川
町

 
寒

河
江

市
 

山
形

県
 

病
 床

 数
 

50
床

（一
般

） 
43

床
(一

般
) 

98
床

 
(一

般
56

、
療

養
42

) 
13

6
床

 
(一

般
13

0、
感

染
症

6)
 

診
 療

 科
 

４
診

療
科

 
４

診
療

科
 

６
診

療
科

 
16

診
療

科
 

内
科
、
外
科
、
整
形
外

科
、
眼
科
 

内
科
、
小
児
科
、
外

科
、
整
形
外
科
 

内
科
、
外
科
、
整
形
外

科
、
皮
膚
科
、
眼
科
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科
 

内
科
、
脳
神
経
内
科
、

小
児
科
、
外
科
、
整
形

外
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
、
脳
神
経
外

科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器

科
、
産
婦
人
科
、
眼

科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
放

射
線
科
、
麻
酔
科
、
疼

痛
緩
和
内
科
（
緩
和
ケ

ア
科
）
、
救
急
科
 

２
 

令
和

２
年

度
運

営
状

況
 

 
 

病
床

利
用

率
 

３
９

．
０

％
 

４
０

．
８

％
 

８
６

．
９

％
 

６
１

．
３

％
 

１
日

平
均

 

患
者

数
 

入
院

 
 ２

０
人

 
１

８
人

 
 ８

５
人

 
 ８

３
人

 

外
来

 
１

０
４

人
 

７
９

人
 

２
０

７
人

 
２

６
５

人
 

職
員

数
 

  
５

１
人

 
４

４
人

 
１

２
４

人
 

２
１

５
人

 

 
う

ち
医

師
 

  
 

３
人

 
 ４

人
 

  
 

９
人

 
  

２
１

人
 

 
う

ち
看

護
師

 
 

 ３
０

人
 

２
７

人
 

 
 ７

３
人

 
 

１
２

４
人

 

※
 総

務
省
 病

院
事
業
決
算
状
況
・
病
院
経
営
分
析
比
較
表
（
令
和
２
年
度
）
に
よ
る
。
 

西
村

山
地

域
の

公
立

病
院

 

紹
介
な
ど
 

退
院
後
の
受
入
な
ど
 

 

山
形
県
立
中
央
病
院
 

病
床
数
：
60
9
床
 
診
療
科

34
科
 

山
形

市
内

の
中

核
急

性
期

病
院

 
 急

性
期

医
療

、
高

度
・

専
門

医
療

  

山
形
市
立
病
院
済
生
館
 

病
床
数
：
52
8
床
 
診
療
科
：
31

科
 

山
形
済
生
病
院
 

病
床
数
：
47
3
床
 
診
療
科
：
26

科
 

※
 病

床
数
及
び
診
療
科
は
令
和
４
年
８
月
現
在
 

資
料
5-
4-
3 

 

山
大
医
学
部
附
属
病
院
 

病
床
数
：
63
7
床
 
診
療
科
：
21

科
 

◯
 7
5
歳
未
満
人
口
が
大
幅
に
減
少
す
る
一
方
、
回
復
期
・
慢
性
期
の
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
後
期
高

齢
者
(特

に
85

歳
以
上
)が

増
加
す
る
。
 

◯
 入

院
患
者
数
は
概
ね
横
ば
い
で
推
移
(た

だ
し
新
規
入
院
患
者
は
減
少
)、

外
来
患
者
数
が
大
幅
減
少
の
見
通
し
 

西
村
山
地
域
の
受
診
行
動
 

人
口
の
推
移
・
推
計

 
 

将
来
患
者
数
の
推
計

 

総
数
 

15
歳
未
満
 

15
-6
4
歳
 

65
歳
以
上
 

75
歳
以
上
(再

掲
) 

※
 山

形
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
医
療
政
策
学
講
座
 村

上
教
授
作
成
の
 

資
料
(h
tt
ps
:/
/p
ub
li
c.
ta
bl
ea
u.
co
m/
ap
p/
pr
of
il
e/
kb
is
hi
ka
wa
#!
/ 

よ
り
作
成
)に

よ
る
。
 

◯
 県

立
河
北
病
院
と
寒
河
江
市
立
病
院
が
、
救
急
医
療
等
の
類
似
の
診
療
機
能
を
有
し
て
お
り
、
朝
日
町
立
病
院
、

西
川
町
立
病
院
を
含
め
て
、
回
復
期
機
能
も
分
散
し
て
い
る
。
 

◯
 西

村
山
地
域
、
北
村
山
地
域
の
住
民
の
約
５
～
６
割
は
山
形
市
内
の
基
幹
病
院
に
入
院
し
て
い
る
。
特
に
予
定
 

手
術
で
は
そ
の
割
合
が
高
い
。
 

◯
 救

急
搬
送
入
院
に
つ
い
て
は
、
西
村
山
地
域
で
は
半
数
以
上
が
山
形
市
内
の
基
幹
病
院
に
入
院
し
て
い
る
。
 

◯
 西

村
山
地
域
と
北
村
山
地
域
の
間
で
の
入
院
患
者
の
行
き
来
は
か
な
り
少
な
い
。
 

※
 山

形
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
医
療
政
策
学
講
座
『
山
形
県

DP
C
準
拠
デ
ー
タ
分
析
集
（
20
20

年
度
デ
ー
タ
）』

に
基
づ
き
山
形
大
学
大
学
院
医
学

研
究
科
医
療
政
策
学
講
座
 村

上
教
授
が
作
成
し
た
資
料
か
ら
抜
粋
し
、
一
部
加
筆
修
正
 

 ◯
 各

病
院
の
施
設
の
老
朽
化
と
厳
し
い
経
営
状
況
、
医
師
・
看
護
師
な
ど
医
療
従
事
者
の
確
保
等
 

◯
 将

来
の
人
口
減
少
や
医
療
需
要
の
変
化
を
見
据
え
、
西
村
山
地
域
の
新
た
な
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
。
 

 

課
 
 
題
 

 

１
日
入
院
患
者
数
(人

) 
１
日
外
来
患
者
数
(人

) 総
数
 

65
歳
以
上
 

75
歳
以
上
(再

掲
) 

15
-6
4
歳
 

15
歳
未
満
 

村
山
二
次
医
療
圏
在
住
患
者
の
機
能
別
入
院
先
病
院
割
合
(2
02
0
年
) 

(単
位
：
％
) 

北
村

山

山
形

大
学

医
学

部
附

属
病

院

山
形

県
立

中
央

病
院

山
形

市
立

病
院

済
生

館

山
形

済
生

病
院

計
山

形
県

立
河

北
病

院
寒

河
江

市
立

病
院

朝
　

日
町

立
病

院
西

　
川

町
立

病
院

計
北

村
山

公
立

病
院

全
入

院
（
3
5
,8

9
4
）

1
8
.1

1
9
.7

2
4
.1

1
3
.6

7
5
.5

0
.2

0
.1

0
.0

0
.0

0
.3

0
.2

2
3
.6

0
.5

救
急

搬
送

入
院

（
6
,5

1
1
）

1
4
.6

1
6
.1

3
3
.4

1
1
.8

7
5
.9

0
.2

0
.1

0
.0

0
.0

0
.3

0
.4

2
2
.9

0
.4

予
定

入
院

・
手

術
（
1
0
,1

7
3
）

2
5
.7

1
8
.7

1
8
.1

1
8
.7

8
1
.2

0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

0
.1

1
8
.1

0
.4

全
入

院
（
8
,4

5
6
）

1
2
.8

2
5
.4

8
.1

1
1
.5

5
7
.8

1
4
.0

1
1
.1

4
.4

3
.7

3
3
.2

1
.5

7
.3

0
.3

救
急

搬
送

入
院

（
1
,6

1
1
）

7
.2

2
2
.8

1
4
.1

1
0
.3

5
4
.4

1
4
.0

1
6
.0

4
.7

2
.9

3
7
.6

3
.7

4
.1

0
.2

予
定

入
院

・
手

術
（
2
,3

3
9
）

1
9
.5

2
6
.5

5
.9

1
9
.4

7
1
.3

1
3
.2

3
.8

0
.1

0
.5

1
7
.6

1
.2

8
.8

1
.0

全
入

院
（
9
.5

3
9
）

1
1
.5

2
3
.6

3
.4

8
.4

4
6
.9

4
.2

0
.0

0
.0

0
.0

4
.2

3
5
.0

1
0
.3

3
.5

救
急

搬
送

入
院

（
1
,5

5
1
）

7
.0

1
6
.5

2
.7

3
.4

2
9
.6

2
.7

0
.0

0
.0

0
.1

2
.8

6
1
.6

2
.5

3
.6

予
定

入
院

・
手

術
（
2
,7

3
5
）

1
6
.8

2
3
.9

3
.5

1
5
.3

5
9
.5

4
.5

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

2
0
.9

1
2
.3

2
.8

北
村

山

東
南

村
山

西
村

山
村

山
二

次
医

療
圏

内
そ

の
他

の
病

院

県
　

内
他

医
療

圏

　
　

　
　

　
　

　
　

　
入

院
先

患
者

居
住

地

東
南

村
山

西
村

山

※
 社

会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
推
計
(H
30
.3

月
) 

人
口
の
推
移
・
推
計

 

３５



西
村

山
地

域
に

お
け

る
新

た
な

医
療

提
供

体
制

の
方

向
性

(案
)の

検
討

に
つ

い
て

 

 

新
た

な
方

向
性

（
案

）
 

運
営

の
イ

メ
ー

ジ
 

メ
リ

ッ
ト

 
課

題
・

デ
メ

リ
ッ

ト
 

[
 
案

１
 
]
 

 県
立

河
北

病
院

と
寒

河
江

市
立

病

院
を

統
合

し
て

新
病

院
を

設
置

す

る
。

 

 
           

〔
 
案

１
及

び
案

２
 
〕

 

◯
 
県

立
河

北
病

院
と

寒
河

江
市

立
病

院
の

両
基

幹

病
院

の
統

合
に

よ
り

、
分

散
し

て
い

る
医

療
機

能

を
集

約
し

て
効

率
性

を
高

め
る

こ
と

で
、

将
来

の

地
域

の
医

療
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
、

新
た

な
医

療

提
供

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ◯
 
新

病
院

を
中

核
と

し
、
西

川
町

立
病

院
と

朝
日

町

立
病

院
に

お
い

て
、
新

法
人

へ
の

参
画

や
連

携
(
サ

テ
ラ

イ
ト

化
等

)
が

可
能

で
あ

る
。

 

 ◯
 
新

病
院

の
整

備
に

お
い

て
、
病

院
再

編
と

し
て

地

域
医

療
構

想
関

連
の

補
助

や
地

方
交

付
税

措
置

上

の
病

院
事

業
債

(
特

別
分

)
の

元
利

償
還

金
に

対
す

る
有

利
な

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ◯
 
新

病
院

の
診

療
体

制
や

施
設
・
設

備
の

充
実

等
に

よ
り

、
医

療
従

事
者

の
勤

務
環

境
の

魅
力

が
向

上

し
、

医
療

従
事

者
の

確
保

が
期

待
で

き
る

。
 

〔
 
案

１
及

び
案

２
 
〕

 

◯
 
新

病
院

に
つ

い
て

、
将

来
的

な
医

療
需

要
の

予
想

を
踏

ま
え

、
病

床
数

等
の

規
模

と
確

保
す

べ
き

医

療
機

能
を

整
理

し
、

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 ◯

 
新

病
院

の
建

設
に

つ
い

て
、
設

置
場

所
や

県
と

自

治
体

の
財

政
上

の
負

担
割

合
の

調
整

・
検

討
が

必

要
で

あ
る

。
 

 ◯
 
県

及
び

寒
河

江
市

以
外

の
自

治
体

の
新

法
人

に

お
け

る
位

置
付

け
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 ◯

 
統

合
後

の
新

病
院

に
お

け
る

住
民

の
交

通
ア

ク

セ
ス

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 ◯
 
西

村
山

地
域

の
病

院
の

新
法

人
へ

の
参

画
や

病

床
の

適
正

化
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

医
療

機
能

の

集
約

を
十

分
に

行
う

こ
と

が
で

き
ず

、
医

療
資

源

が
分

散
す

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

る
。

 

[
 
案

２
 
]
 

 寒
河

江
市

立
病

院
を

中
心

に
入

院

機
能

を
集

約
し

て
新

病
院

を
設

置

す
る

。
 

※
 
県

立
河

北
病

院
を

無
床

診
療

所
化

し
、

新
法

人
に

県
が

参
画

す
る

。
 

 
         

 

〔
 
案

２
 
〕

 

◯
 
無

床
診

療
所

と
な

る
県

立
河

北
病

院
が

ど
こ

ま

で
の

機
能

や
体

制
を

有
す

る
か

検
討

す
る

必
要

が

あ
り

、
河

北
町

内
の

既
存

診
療

所
と

競
合

す
る

可

能
性

が
あ

る
。

 

[
 
案

３
 
]
 

 現
在

の
医

療
体

制
を

維
持

し
、

各

自
治

体
が

、
各

々
の

病
院

を
運

営

す
る

。
 

 
        

 

 ◯
 
現

在
の

医
療

機
関

を
そ

の
ま

ま
維

持
す

る
の

で
、

従
来

か
ら

の
地

域
住

民
の

医
療

機
関

へ
の

交
通

ア

ク
セ

ス
を

活
用

で
き

る
。

 

◯
 
将

来
的

に
、
医

療
需
要

の
減

少
に

応
じ

て
各

病
院

の
医

療
機

能
が

低
下

し
、

地
域

に
必

要
な

医
療

機

能
を

確
保

で
き

な
く

な
る

恐
れ

が
あ

る
。

 

◯
 
各

自
治

体
が

病
院

の
運

営
費

用
を

各
々

負
担

す

る
こ

と
に

な
り

、
医

療
需

要
の

減
少

に
伴

い
、
経

営

の
悪

化
が

予
想

さ
れ

る
。

 

◯
 
各

病
院

が
老

朽
化

し
た

建
物

を
自

治
体

毎
に

改

築
す

る
の

で
、

各
自

治
体

の
負

担
が

大
き

い
。

 

◯
 
各

病
院

の
運

営
主

体
が

異
な

る
た

め
病

院
間

の

機
能

分
担

・
連

携
が

図
り

づ
ら

い
。
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-
4
-
4
 

〔
機
能
分
担
〕

 

連
携
 

連
携
 

連
携
 

連
携
 

北
村

山
公

立
病

院
 

県
立

河
北

病
院

 
 

二
次

救
急
 

寒
河

江
市

立
病

院
 

 
二

次
救
急
 

西
川

町
立

病
院

 
朝

日
町

立
病

院
 

連
携
 

〔
急
性
期
・
回
復
期
〕
 

新
病

院
 

二
次

救
急

 

連
携
 

新
法

人
（
独

法
・
一

組
）
 

(山
形
県
・
寒
河
江
市
) 

連
携
 

連
携
 

北
村

山
公

立
病

院
 

三
次
救
急

 
高
度

・
専

門
医

療
 

山
大

医
学

部
附

属
病

院
・

県
立

中
央

病
院

等
 

西
川

町
立

病
院

 

朝
日

町
立

病
院

 
 

県
立

河
北

病
院

 

寒
河

江
市

立
病

院
 

【
 統

 合
 】

 

機
能

の
見
直
し
・
新
法
人
へ
の
参
画

や
連

携
(
病
床
の
適
正
化
、
診
療
所
化
、

サ
テ
ラ
イ
ト
化
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人

制
度
の
活
用
等
)
 

連
携
 

無
床

診
療
所

化
 

〔
急

性
期

・
回

復
期

〕
 

新
病

院
 

二
次
救
急

 

 

連
携
 県

立
河

北
病

院
 

北
村

山
公

立
病

院
 

連
携
 

西
川

町
立

病
院

 

朝
日

町
立

病
院

 

機
能

の
見
直
し
・
新
法
人
へ
の
参
画

や
連

携
(
病
床
の
適
正
化
、
診
療
所
化
、

サ
テ
ラ
イ
ト
化
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人

制
度
の
活
用
等
)
 

〔
回
復
期

〕
 

連
携
 

連
携
 

新
法

人
（
独

法
・
一

組
）
 

(山
形
県
・
寒
河
江
市
)
 

〔
回
復
期

〕
 

〔
回
復
期

〕
 

〔
回
復
期

〕
 

〔
回
復
期

〕
 

〔
回
復
期

〕
 

〔
急
性
期
・
回
復
期
〕

 
〔
急
性
期
・
回
復
期
〕

 

連
携
 

連
携
 

三
次
救
急

 
高
度

・
専

門
医

療
 

山
大

医
学

部
附

属
病

院
・

県
立

中
央

病
院

等
 

三
次
救
急

 
高
度

・
専
門

医
療
 

山
大

医
学

部
附

属
病

院
・

県
立

中
央

病
院

等
 

※
第
１
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西
村

山
地

域
に

お
け

る
医

療
ニ

ー
ズ

の
将

来
推

計
と

４
公

立
病

院
の

医
療

提
供

体
制

の
現

状
 

人
口
構
成
と
患
者
数
の
将
来
推
計
 

 

４
公
立
病
院
に
お
け
る
患
者
数
・
経
営
状
況
 

 

 

 
将
来
患
者
数
の
推
計

 

 

４
公
立
病
院
の
医
療
従
事
者
数
・
病
床
数
 

 

資
料

5-
4-
5 

人
口
の
推
移
・
推
計

 

※
 山

形
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
医
療
政
策
学
講
座
 村

上
教
授
作
成
の
 

資
料
(h
tt
ps
:/
/p
ub
li
c.
ta
bl
ea
u.
co
m/
ap
p/
pr
of
il
e/
kb
is
hi
ka
wa
#!
/ 

よ
り
作
成
)に

よ
る
。
 

※
 社

会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
推
計
(H
30
.3

月
)に

よ
る
。 

１
日
入
院
患
者
数
(人

) 総
数
 

65
歳
以
上
 

75
歳
以
上
(再

掲
) 

15
-6
4
歳
 

15
歳
未
満
 

１
日
外
来
患
者
数
(人

) 

総
数
 

65
歳
以
上
 

75
歳
以
上
(再

掲
) 

15
-6
4
歳
 

15
歳
未
満
 

※
 医

療
従
事
者
数
は
、
総
務
省
公
表
の
病
院
事
業
決
算
状
況
・
病
院
経
営
分
析
比
較
表
に
よ
る
。
 

※
 一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
、
経
常
利
益
(損

益
)及

び
患
者
数
は
、
総
務
省
公
表
の
病
院
事
業
決
算
状
況
・
病
院
経
営
分
析
比
較
表
に
よ
る
。
 

※
 平

成
19
～
令
和
２
年
度
の
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
公
表
の
病
院
事
業
決
算
状
況
・
病
院
経
営
分
析
比
較
表
に
よ
る
。
 

西
村
山
地
域
の
４
公
立
病
院
に
お
け
る
患
者
数
推
計
(試

算
) 

※
第
３
回
検
討
会
資
料
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※第３回検討会資料 

西村山地域の新たな医療提供体制の構築に関する考え方 

 

◯ 西村山地域においては、中等度から比較的軽度な救急患者に加え、回復期・

慢性期の医療・介護サービスを必要とする後期高齢者(特に 85 歳以上)の増

加に対応するため、高齢者に多い疾病等(誤嚥性肺炎・肺炎、骨折、慢性心

不全、尿路感染症等)の一般入院・外来に対応する必要があり、これらの患

者に対応するための医療機能と医療・介護の連携体制を確保する必要があ

る。 

 

◯ 一方、西村山地域では、人口減少に応じて患者数も減少していく傾向にあ

り、特に外来患者数は大幅に減少する。 

 

◯ 西村山地域の公立病院は、患者数の減少が医師配置数の減少と経営の悪化

を招き、医師配置数の減少による医療機能の縮小が、さらなる患者数の減少

と経営の悪化を招くという悪循環に陥っている。 

 

◯ 西村山地域では多額の公費を投じて公立病院が維持・運営されている。今

後の更なる人口減少を鑑みれば、医療従事者の確保も含め、現状のようにそ

れぞれの自治体が単独で病院を維持し続けることは困難である。 

 

◯ よって、将来にわたり継続して地域住民に必要な医療サービスを提供する

ためには、西村山地域の自治体と県が協力し、病院を再編して医療機能と医

療従事者の集約を行うことにより、今後必要とされる医療機能を確保し、新

たな医療提供体制を構築する必要がある。 

 

⇒ 県立河北病院と寒河江市立病院の統合を軸に検討を行う。 

資料 5-4-6 
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三 次 医 療 等 二 次 医 療 一 次 医 療 等

⼊
院

に
よ

る
医

療
が

必
要

な
患

者
の

受
⼊

れ
（

紹
介

）

療
養

に
移

⾏
で

き
る

患
者

の
退

院
・在

宅
療

養
支

援

⼊
院

に
よ

る
療

養
が

終
わ

った
患

者
の

退
院

支
援

（
逆

紹
介

）

通
院

・⼊
院

退
院

脳
卒

中
、心

疾
患

、が
ん

等
の

専
門

的
な

治
療

を
要

す
る

患
者

の
紹

介

新
病
院 〜

新
病

院
の

機
能

(想
定

) 
〜

二
次
救
急

中
等

度
〜

⽐
較

的
軽

度
な

救
急

患
者

に
対

応

回
復
期
・慢
性
期

専
門

的
な

治
療

が
終

わ
った

患
者

の
療

養
や

リハ
ビリ

に
対

応

介
護
施
設
・在
宅
等

地
域
医
療
機
関

専
門

的
な

治
療

が
終

わ
った

患
者

の
受

け
⼊

れ

三
次
・二
次
医
療
機
関

山
形
市
内
の
基
幹
病
院
等

山
大

医
学

部
附

属
病

院
県

⽴
中

央
病

院
等

【
基
本
的
な
考
え
方
】

１
脳

卒
中

、急
性

心
筋

梗
塞

、が
ん

等
の

⾼
度

で
専

門
的

な
治

療
が

必
要

な
疾

患
に

つ
い

て
は

、山
形

市
内

の
三

次
救

急
医

療
機

関
等

で
対

応
す

る
こと

を
前

提
とす

る
。

２
中

等
度

か
ら⽐

較
的

軽
度

な
救

急
患

者
へ

の
対

応
の

ほ
か

、⾼
齢

者
に

多
い

疾
病

等
(誤

嚥
性

肺
炎

・肺
炎

、骨
折

、慢
性

心
不

全
、尿

路
感

染
症

等
)の

一
般

⼊
院

・外
来

に
対

応
す

る
。

３
専

門
的

な
急

性
期

の
治

療
を

終
え

た
回

復
期

や
慢

性
期

の
⼊

院
患

者
に

対
応

す
る

。
４

地
域

に
密

着
した

基
幹

病
院

とし
て

、地
域

の
医

療
・介

護
施

設
と連

携
し、

患
者

の
⼊

退
院

を
支

援
す

る
。

新
病

院
に
求

め
ら
れ

る
医

療
機

能
の

イ
メ
ー
ジ

病
床

数
︓

中
⻑

期
的

な
患

者
数

⾒
込

み
を

精
査

して
設

定
診

療
科

︓
県

⽴
河

北
病

院
の

現
在

の
診

療
科

を
基

本
とし

て
検

討

一
般
入
院
・外
来

⾼
齢

者
に

多
い

疾
病

等
に

対
応

災
害
医
療
等

災
害

時
や

新
興

感
染

症
へ

の
対

応

脳 卒 中 、 心 疾 患 等 の

専 門 的 な 治 療 が 必 要 な 救 急 患 者

【⻄
村
山
地
域
】

か
か
りつ
け
医
等

介
護
⽼
⼈
保
健
施
設
・⽼
⼈
ホ
ー
ム
等

資
料
5
-
4
-
7

急
変
時
の
緊
急
⼊
院
・⼊
院
治
療
が

必
要
な
患
者
の
受
⼊
れ

※
⻄
村
山
地
域
の
住
⺠
の
新
病
院
へ
の
交
通
ア
クセ
ス
を
確
保
す
る
。

(県
⽴
河
北
病
院
と寒

河
江
市
⽴
病
院
を
統
合
)

※
第
３
回
検
討
会
資
料

３９



山形県地域保健医療協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１ 住民の健康を確保し、地域の特性や実情に即した保健医療の推進を図ることを目的と

して策定された地域保健医療計画の円滑な進行を図るほか、地域医療構想調整会議として

地域医療構想の達成の推進を図ることを目的に医療法第 30 条の 14 で規定する協議を行う

ため、山形県保健医療計画で定める二次保健医療圏ごとに、別表に掲げる地域保健医療協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

    

（協議事項） 

第２ 協議会は、次の事項について協議検討する。 

(1) 地域保健医療計画及び地域医療構想の進捗状況の把握、評価に関すること。 

(2) 地域保健医療計画及び地域医療構想の見直しに関すること。 

(3) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関すること。 

(4) 病床機能報告制度による情報の共有に関すること。 

(5) 地域医療構想の達成を推進するための方策に関すること。 

(6) 地域の病院・有床診療所の開設・増床等に関すること。 

(7) 外来医療計画に関すること。 

(8) その他目的達成のため必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第３ 協議会は、それぞれ委員 50 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 行政関係者 

(5) 医療保険者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は２年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（専門部会等） 

第６ 協議会に、必要に応じ、専門的事項を調査検討させるために、専門部会やワーキング

を置くことができる。 
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（庶務） 

第７ 協議会の庶務は、別表に掲げる総合支庁保健福祉環境部において処理する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年５月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２８年９月２９日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

  別 表 

 

二次保健  

医  療  圏  
地域保健医療協議会  

庶務担当総合支庁  

保健福祉環境部  

村山圏域  村山地域保健医療協議会  村山総合支庁  

最上圏域  最上地域保健医療協議会  最上総合支庁  

置賜圏域  置賜地域保健医療協議会  置賜総合支庁  

庄内圏域  庄内地域保健医療協議会  庄内総合支庁  
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